
 1 

令和７年度第３回沖縄県がん診療連携協議会議事録 

日  時  令和７年11月７日（金）14：00～ 

場  所  琉球大学西普天間キャンパス 管理・研修棟４階 大会議室 

 

議事要旨・委員一覧 

１．令和７年度第３回沖縄県がん診療連携協議会幹事会議事要旨（10月６日開催） 

２．令和７年度第２回沖縄県がん診療連携協議会議事要旨（８月１日開催） 

３．令和７年度第２回沖縄県がん診療連携協議会議事録（８月１日開催） 

４．協議会・幹事会・部会委員について 

５．令和７年度の協議会・幹事会の開催の日時について 

○増田昌人委員（琉球大学病院がんセンター センター長） 

 ７ページをお開けください。これが前回、令和７年度第２回の本連携協議会の議事要旨

となっております。今、７ページをお話ししているのですが、前回は８月１日に開催して

おりまして、１枚めくっていただきますと審議事項が出ております。前回、審議事項１番、

沖縄県における医療機関の集約化と分散化について、２番として、がん計画の進捗状況に

ついてご審議をいただきました。時間の関係上、詳しくは述べませんが、それぞれご確認

いただきまして、もし修正等が必要でしたら私のほうに、ないしは事務局のほうにご連絡

をいただければと思います。 

 次は２点目なんですが、資料５、79ページをお開けください。こちらに次回の協議会の

開催日程が出ております。次回の第４回は来年の２月６日・金曜日、14時から、この琉大

病院の４階大会議室を予定しておりますので、それぞれご確認をいただければと思います。 

 また、来年度の日程に関しましては、２月の次回の第４回のときにお出ししますが、場

合によっては事前に問い合わせ等をする場合がありますので、基本的には５月の第２金曜

日、８月、11月、２月の第１金曜日となっておりますので、もしそこで大きな学会等があ

る場合は事前にお知らせいただければ調整をいたしますのでよろしくお願いします。私か

らは以上です。 

 

○高槻議長代理 

 増田先生、ありがとうございました。今のあれについてコメントは何かございますでし

ょうか。次回は年明け２月６日ということですね。予定を押さえていただければと思いま

資料3



 2 

す。 

 続きまして有識者からの報告、説明事項に入ります。資料６につきまして埴岡委員より

報告をお願いいたします。 

 

有識者報告 

１． 埴岡委員報告 

○埴岡健一委員（国際医療福祉大学大学院 教授） 

 埴岡です。資料６、80ページをご覧ください。「沖縄県がん対策推進計画の中間評価に向

けて～国が提供した都道府県データ集の確認～」ということでお話しさせていただきます。 

 めくっていただいて趣旨ですが、がん対策推進計画の中間評価指標の計測値、都道府県

の値を国が配布いたしました。ロジックモデルに指標が添えてあり、かつ計測値が全国値

と都道府県値、具体的にこちらから見れば沖縄県の値が掲載されております。 

 これは沖縄県のがん診療連携協議会が提供している「がん対策地域別データ集」、それの

⑨というところにあります「がん対策地域別データ集」という形をそのまま踏襲した形に

なっております。ある意味、こちらの連携協議会が提案して使っていたものが、全国に提

供していたものが国でも採用されたということで、こちらが大きな貢献を果たしたという

こともいえるのではないかと思います。 

 その結果、どの都道府県でも沖縄県がん診療連携協議会のやってきた作業に近いことが

できるようになってきているということです。これを活用して都道府県が第４期がん対策

推進計画の評価及び５期に向けた改善を進めていくと考えられるということで、沖縄はこ

れまで先進地域といわれていましたけれども、ほかの地域が追いついてきますので、これ

までの活動をさらにブラッシュアップしていくことが求められるという文脈かと思います。 

 次の82ページから国の資料を少しご紹介しますが、国の評価の考えとして、今回、明確

に「ロジックモデルを活用したプログラム評価をする」と明記されまして、プログラム評

価はこちらのステップ１からステップ５に書いてあるような形、そして中間評価ではこの

３ステップと４ステップのプロセス評価とインパクト評価をするということが明示されま

した。これは既にこちらの連携協議会では取り入れていた考えでございますけども、国の

ほうも明確にこれを表明したということで大事なことかと思います。 

 次の83ページはプロセス評価の説明の図となっております。現在、国が取り組んでいる

活動、施策、取り組みの状況を描写したものを提供し、一方でアウトプットに関する指標
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も提供し、それを見た上で国のがん対策推進協議会の委員に検討していただくという形を

示しております。 

 次の84ページがインパクト評価の概要を説明しております。ロジックモデルがあり、そ

れぞれの指標が書かれている中で、アウトプットの指標とアウトカムの指標を見比べた上

で、検討を加えてインパクトを考察していただくという形、それが示されております。 

 次の85ページですが、国の中間評価報告書の記載のスタイルを示しております。まず計

測した指標に関してＡＢＣＤ判定をするとありますが、このＡＢＣＤは価値観を抜いたも

ので、単に数値が上昇・下降みたいなことを見るということと思われます。 

 次の86ページですが、それを踏まえた考察をした結果、どのように報告書を記載してい

くかということが示されております。２つの箱がありますが、上のほうは数値の読み取り

部分及び解釈みたいな部分、下の箱がそれを踏まえて各委員から何を今後、強化すべきか

というような意見、出していただいたものを取りまとめるというような形がうかがえます。 

 この方針の下、国が国としてのデータ計測を踏まえて話を進めているわけですが、87ペ

ージ、同時に国の使っている指標データに関して、都道府県の値が出せるものに関して国

が公表しているサイトでございます。 

 こちらのほうをダウンロードしますと、88ページのようなものが見えます。先ほどご紹

介したように、構造がロジックモデル＋指標＋計測値。そして、国と都道府県値という形

になっております。こちらの左肩に「東京都」のボタンが黄色くなっておりますが、ここ

で「沖縄県」というボタンを押すと沖縄県の値に変わります。そして、ロジックモデルの

各段階について、例えば中間アウトカムについてでしたら、そこの全国値のベースライン

と測定値（中間）、ベースラインと直近値ということですね。そして、沖縄県なら沖縄県の

ベースライン値と直近の値が出るという形になっております。 

 次のページですが、ページ数で言うと……。ちょっと重なって見えにくいですが、こち

らは沖縄県のがん診療連携協議会が提示していたものですが、見ていただいたら分かりま

すように、前ページと同じ構造ということで、こちらのものが踏襲されていることが分か

ります。 

 90ページにいっていただくと、国が提供しているものがＡ３に印刷したら文字が小さ過

ぎて読めないものですから、私のほうでレイアウト変更してＡ３印刷にすると文字が読め

るようにしたものを提供しておりますのでご利用をいただければと思います。これは沖縄

県の「医療提供体制の均てん化・集約化」のページを示しております。 
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 91ページ、こちらから加工済みのエクセルがダウンロードできますし、92ページ、沖縄

の分だけ全部まとめた資料がダウンロードできるようにしておりますのでご利用ください。 

 次のページですが、国の値に関しては２点観測値が出ているわけですが、国の個別のと

ころを着目した指標の数値が、例えば40から50に変化したといっても、それがどういうト

レンドの中の40から50の推移かが分からないので、好転しているのか、悪化しているのか

が見にくいというのがございます。 

 一方、次のページを見ていただきますと、今回、都道府県の値の２点観測値が出ており

ますので、都道府県としますと２点観測のうち、前の観測したときが全国でいうと例えば

ワースト10だったのが、新しい値は全国でベスト10に変わっているということがあれば、

２点の相対位置の変化でかなり価値判断的な、良くなっている、悪くなっているというの

を判断ができるという状況が生まれるようになったということでございます。 

 次のページを飛ばしていただいて、99ページ、まとめですが、沖縄県がん診療連携協議

会版のがん対策地域別データ集が貢献したと。ロジックモデルに対応した指標について、

２点観測計測値が全国値と都道府県値を併記する形で掲載された。 

 これは私見でございますけど、国のロジックモデルの完成度は100％ではなくて６合目ぐ

らいという感覚を持っております。沖縄県がん診療連携協議会のロジックモデルはそれよ

りも高い完成度という感触を持っておりますが、もちろん完璧ではなく８合目ぐらいと言

ってもいいのかもしれません。 

 一方、指標ですが、指標のほうもまだまだ発展途上ですので、国の指標が５合目、こち

らのほうが６合目ということであれば、相互にブラッシュアップしていくと同時に、併せ

て９合目、10合目を目指していくという形かなと認識をしております。 

 沖縄県がん診療連携協議会は作成中の独自のロジックモデルと指標、データがついたも

のを毎回、この会議でも資料提示されておりますけれども、今後、それを使って数値を読

み取った上で判断をしていくという作業が行われていくと思われますけれども、今回、国

の指標が出ましたので、その事前練習をすることができるのではないかといえると思いま

す。 

 101ページから沖縄県の資料を示しております。102ページから、こちらのほうから確か

27ページ、ダウンロードした後、Ａ３印刷していただくと、これが現物で私の手元にあり

ますけども、プリントアウトして、ささっとマーキングをすることができます。 

 実際にここから27ページ、元の表なんですけども、この後、28ページ後からマーキング
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した事例を示しておりますので、幾つかのスポットの数値をご紹介したいと思います。 

 今、具体的にページ数を申し上げますけれども、129ページですね。左下のタグのところ

の数字ナンバーのところに触っていただいて、「129」と直接打ち込んでいただくと移れる

かと思います。また、適宜、拡大を、指で広げて見ていただければと思います。 

 129ページは「１次予防」ですので一旦省かせていただいて、130ページから３ページ分、

「がん検診」が出ておりますが、これも連携協議会ですので省かせていただきまして、133

ページをご覧ください。 

 133ページは「医療提供体制の均てん化・集約化」のところでございます。一番右端のと

ころを指で拡大していただくとどんなことが載っているかと言いますと、「がんの死亡率の

減少」ということで、上から「がんの年齢調整死亡率（75歳未満）男女計」など出ており

ます。皆さん、疾病別のものを見たいなと思うかもしれませんが、ここを少し見ておきま

すと、全国値が67.4から65.7に推移しております。つまりこれは下がっているということ

と、いくら下がっているかというと、いくら下がっているんですかね。1.いくらか下がっ

ているわけですよね。 

 一方で、沖縄県は72.9から71.8に下がっていますが、両方とも全国より高い。高いとい

うことはよろしくないということで、高い、よろしくない、かつ下がり幅がこちらは1.1

なので、下がり幅も少ないということですね。仮に「××」というような形でつけており

ます。 

 それから上から５つ目の「がんの年齢調整死亡率（全年齢）男性」のところ、下に「○

○」とつけながら、上で「×」をつけているんですけど、これはなぜだったかなと思いま

すと、国に比べて、139.4に対して139.3という死亡率は低いので、ぎりぎりですけど、一

応「○」と。そのbeforeは142.5に対して139.2ということで、従来も全国より低かったわ

けですが、その低い幅が迫ってきているのと、国は曲がりなりにも下がっているんですけ

ど、沖縄は上がっているということですね。 

 微増になっているということで、個々の判定は「○○」なんですが、トレンドとしては

「×」かなと思って、ちょっと「×」をつけているというような、こういうマーキングの

仕方はそれぞれだと思いますが、私は今回、そのようなマーキングの仕方をしているとい

うことと、「がんの死亡率の減少」のところに両括弧をつけておりますが、これは再掲の場

合ですので、前から見ていくと再掲データも多いので、そういうところを見ていただけれ

ばと思います。 
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 もう１段左の分野別アウトカムを見ていただくと、「がんの診断・治療全体の総合評価」

ですけど、全国値が7.9から8.2に推移しており、沖縄は8.4から8.3に推移しているという

ことで、国より高いので、良いので「○○」なんですけども、国は上がっているんですけ

ど、沖縄は下がっているので、上のほうに「×」を添えさせていただいたということでご

ざいます。こういう形で、後ほどまた皆さん、自分のご関心分野が、あるいは全体を見て

いただければと思います。 

 少しかいつまんでいますけれども、皆さんは診療現場の方が多いので、135ページですね。

例えばがんの手術療法の「短期死亡率」というのが出ております。「胆のう・胆管」のとこ

ろが従来、4.35％の術後死亡率があって、今度、０になっておりますけども、こういうの

は率が低い中での少しの変動で大きく数字が変わるかと思うんですけども、もし気になる

ところがあれば点検をすることが大事かと思われます。 

 下の「放射線治療のＱＩ」というところを見ていただきますと、これも結局、参加施設

の母数、ｎ数の問題が大きな問題になりますので、まずは参加施設を増やすということと、

その上でしかるべき高い数値にするということが大事かと思いますけども、国の値が一番

上の「放射線ＱＩ」の一番上が77.5から77.5、沖縄は63.6から63.4ということで、低い・

低いで推移しているということがあります。こういうところで数値をスクリーニングした

上で、もし気になるところがあれば、さらなる点検をしていただくということかと思いま

す。 

 次のページも、手術、放射線と見ましたので、化学療法を見ておきますと、136ページの

中間アウトカムのところにＱＩが出ておりますけども、水準は高くても悪化しているとい

うものが幾つか見られたりしますので、少し数字で注意が必要かなと思ったところを共有

しておきます。 

 あと、全く違う分野を見ておくということで、「緩和ケア」と「相談支援」だけちらっと

見ておきたいと思います。「緩和ケア」のページは、ずっとめくっていただきますと、140

ページになります。右から２段目の分野別アウトカムのところの指標を上から見ていきま

すと、１つ目が「身体的な苦痛を抱えるがん患者の割合」、これが対応する場所を見ますと

国の34.0に対して41.2。「痛みを抱える」ですので、上にいくほどよろしくないということ

で、ここに「×」をつけておきました。 

 「精神心理的な苦痛」のところも26.2に対して38.0ということで「×」かなと。その下

の段になりますと、今回はこちら、ベースライン値で比較するしか数字がないんですけど
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も、46.9に対して53.4で高いので「×」かなと。その次も「×」かなというような形で仮

にマーキングをしたところでございます。 

 最後に少し性格の違うページを見ておくということで、「相談支援」を見て終わりにした

いと思います。147ページを見てみましょう。なかなかこういうのを見ると、私も老眼が進

んできて行き来しなきゃいけないので、ちょっとだけお待ちください。 

 右から２段目のところですね。上から２つ目のマーキングしているところ、「家族の悩み

や負担を相談できる支援が十分であると感じているがん患者・家族の割合」、国が47.7から

44.1に推移、沖縄県は52.6から35.8に推移ということで、従来、随分良かったのが、今回

は随分悪いほうにいってしまっているということで「○」から「×」、そして上に傾向とし

ての「×」をマーキングさせていただいています。 

 さらに川上にさかのぼって左へ移るということであれば、中間アウトカムを少し見てお

くと「がん相談支援センターについて知っているがん患者の割合」が74.0から48.7に下が

っている。これは国のほうも66.4から55.1に下がっているので、それとの見合いで見なき

ゃいけないと思いますけど、国より良い数値から国より悪い数値に変わっているというと

ころは注意が必要かなと。 

 その１つ下を見ますと、「がんと診断されてから病気や療養生活について相談できたと感

じるがん患者の割合」ですが、国が76.3から60.6に推移、沖縄県が79.9から60.4に推移と

いうことで、こちらも従来、国より良かったものが国より悪いというところにかなり悪化

しているということで「×」マークかなということでつけております。 

 このように、曲がりなりにも国もこういう形で進めて、かなりのデータが見えるように

なってきました。そして、これ以上の質のロジックモデル、これ以上の質で沖縄県の資料

が用意をされていかれておりますので、今後、同様により深いものが見られると思うんで

すけども、一旦これで国のやつも皆さん、見て、点検していただくのがいいかなと思って、

ご紹介をさせていただいた次第です。以上です。 

 

○高槻議長代理 

 埴岡先生、ありがとうございました。本協議会の動きがモデルになっているということ

ですよね。ご意見等はいかがでしょうか。 

 これは先生がおっしゃったとおりで、何を基準にどう改善するかということですよね。

その辺を……。 
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○埴岡健一委員 

 そうですね。とても数字は読めるようになって便利というところもあるんですが、読み

始めると解釈とかそういうことが幾つか、データリテラシーを持って読んでいかないと誤

解もするので、その辺に注意しながら。注意といっても無限ではないので、幾つか注意点

の要所を配慮しながら読んでいって、さらにデータが欲しいところは追加したり、ディス

カッションしていくようなことかと考えております。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございます。いかがでしょうか。 

 やりながらトライアルで全国で改善させていくような感じになってくるんでしょうかね。 

 

○埴岡健一委員 

 そうですね。国の中間評価の会議がもう２回開催されているんですが、やはり委員のほ

うからは、もちろんそもそもロジックモデルがまだ不十分じゃないかという意見もありま

すし、指標の採用自体がここじゃないんじゃないかとか、測り方がもうちょっと改善でき

ないかとか、もうちょっとつぼを得たデータが入手できないのかとか、さまざまな意見が

出ておりますけれども。 

 全て理想的なものが得られるわけでは決してないわけですけれども、国も沖縄県のもの

を参考にされたり、ほかにももっと探すなどして委員の意見を聞かれて、今後、第５期に

向けて、ロジックモデルも指標もデータの取得もブラッシュアップされていくのではない

かなと。それに劣らないように、この連携協議会も進めていくのかなと感じているところ

です。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございます。よろしいでしょうか。埴岡先生、ありがとうございました。 

 続きまして、予定では天野委員の報告なんですが、ほかに会議があるということで急遽

欠席となりましたので、代理で増田委員より報告をお願いいたします。 

 

２．天野委員報告 
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○増田昌人委員 

 今、議長のほうからありましたように、天野委員が急に欠席ということで、発表原稿を

預かってまいりましたので、今日、メールでいただきましたので、これに沿ってお話をし

ていきたいと思います。 

 資料としましては、資料７、156ページをお開けください。これは厚生労働省の資料で、

高額療養費制度についての資料が出ております。 

 読み上げますと、本来であれば協議会に現地で出席してご報告を申し上げるべきところ、

急遽、厚生労働省会議と衆議院予算委員会に出席する必要が生じてしまい、欠席すること

をおわび申し上げます。 

 今日は、ＮＨＫでずっと衆議院の予算委員会がテレビ中継されていまして、私がちらっ

と見たときは天野さんは出ていらっしゃらなかったんですが、そのところに急遽出るとい

うことで報告を受けています。 

 本日の報告は、私も委員を務める厚生労働省高額療養費制度の在り方に関する専門委員

会での検討内容についてです。ご承知のとおり、今年の３月に石破首相は高額療養費制度

における自己負担上限額の引き上げ方針を見送り、2025年秋までに改めて検討し、決定す

るとしました。この方針を受け、今年の５月に高額療養費制度の在り方に関する専門委員

会が設置され、先月まで５回にわたり検討を行ってきました。 

 今までの議論では、高額療養費制度については医療保険制度改革全体の中で議論してい

くことが必要という共通認識が得られています。先日、開催された第５回専門委員会では、

協会けんぽからデータが提供され、実際の患者さんの高額療養費支払いに関するモデル例

が複数提示されました。 

 細かい内容ですが、ちょっと進んでいただいて161ページ。４～５枚進んでいただいて、

そこからが具体的な話になってくるかと思います。もう２枚進んでいただきますと、胃が

ん患者の医療費負担の例が出ていまして、それが２枚、３枚、４枚と進んでいますが、168

ページをご覧ください。 

 このうち、40歳代・女性・年収約200未満の乳がん患者さんのモデル例をご覧ください。

この患者さんは乳がんの術後再発で転移をしており、分子標的薬から継続して治療を受け

ており、高額療養費制度の多数回該当となっています。この患者さんの経済的負担がどの

程度かということですが、世界保健機関(ＷＨＯ)では「破滅的医療支出」という定義があ

り、世帯の可処分所得から生活費を差し引いたお金のうち、医療費の支払いが40％を超え
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る場合を貧困に陥る可能性が非常に高い状態であると定義しています。 

 この定義に基づいて計算すると、この乳がんの患者さんは50％を超えており、破滅的医

療支出である40％を大きく超える経済的負担となっています。つまり現在の高額療養費制

度の支払いにおいても既に破滅的医療支出の水準に達している患者さんが存在することが

明らかとなりました。 

 ほかにも幾つかのケースがありまして、かなり家計調査に関しての細かいデータが何例

も出ているかと思います。それぞれご覧いただければと思います。 

 今後、専門委員における高額療養費制度の議論については、上野厚生労働大臣が12月に

差し掛かるだろうとしており、引き続き検討が進められます。検討の結果が最終的にどう

なるかは現時点では分かりませんが、既に破滅的医療支出の水準に達している患者さんが

いること、今後の検討内容や医療の高度化を考えた場合、医療機関においてもがん患者さ

んの経済的負担への支援がより求められることになると考えられます。 

 ということで、ここまでが渡していただいた原稿で、ここにありますように、高額療養

費制度の在り方に関する専門委員会の資料が提示されておりますので、それぞれ皆さん、

ご確認いただければと思います。私からは以上です。 

 

○高槻議長代理 

 増田先生、ありがとうございました。高額療養費制度についてのことでしたけど、これ

は報告ということですけど。今日は天野委員がいらっしゃいませんのであれですが、どな

たかご意見等はよろしいですか。 

 破滅的医療支出ですね。結構強いキーワードですが、これはＷＨＯのと言われましたよ

ね。 

 

○増田昌人委員 

 そうですね。それを多分、直訳したワードだと思います。 

 

○議長代理 

 かなり強い。 

 

○増田昌人委員 
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 はい。ＷＨＯの、そうですね。定義がある、世帯の可処分所得から生活費を差し引いた

お金のうち、医療費の支払いが40％を超える場合を指すようです。 

 

○高槻議長代理 

 なるほど。いかがでしょうか。よろしいですか。どうぞ、埴岡先生。 

 

○埴岡健一委員 

 先ほどの資料で関連資料がありますのでご紹介します。149ページですけれども、分野と

しましては「サバイバーシップ」のところで、分野別アウトカムの「経済・就労関連 Patient 

Reported Outcomeの向上、ＰＲＯの向上」のところの１つ目、「治療費用の負担が原因で、

がんの治療を変更・断念したがん患者の割合」、沖縄が4.0から4.8ということで増加してい

ます。国は4.9から1.8に減少しているので、沖縄は随分「×」印になったかなというとこ

ろ。 

 次の「金銭的負担が原因で生活に影響があったがん患者さんの割合」が、国が26.9から

24.2に推移、沖縄県が37.1から34.8に推移ということで、高いということで、こういう全

国の議論もある中で、沖縄県の社会的状況も加味することも必要かなと思ってご紹介しま

した。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございました。貴重なご意見だったと思います。沖縄は減っているけど、や

っぱり高いということですよね。ロジックモデルがこういうところにも役に立つというこ

とでございました。いかがでしょうか。よろしいですか。増田先生、どうもありがとうご

ざいました。 

 その他、報告事項は何かございますでしょうか。よろしいですか。 

 

審議事項 

１．病棟における学齢期の入院患者へのWi-Fi無料開放について(要望)（小児・ＡＹＡ部会） 

○高槻議長代理 

 それでは次にいきます。審議事項、第１号議案の提案について審議を行います。小児・

ＡＹＡ部会から上がってきた審議内容となりますので、部会長の浜田先生から発表をお願
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いしますが、小児・ＡＹＡ部会委員でご提案者である森川特別支援学校長の呉屋光広先生

が陪席しておられますでしょうか。先生、一言ご挨拶をお願いしていいですか。 

 

○呉屋光広校長（森川特別支援学校） 

 皆さん、こんにちは。日頃より本校教育活動にご理解、ご協力をいただき感謝申し上げ

ます。校長の呉屋といいます。どうぞよろしくお願いします。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございました。浜田先生よりご提案をお願いいたします。 

 

○浜田聡 小児・ＡＹＡ部会長 

 よろしくお願いします。175ページをご覧ください。「病棟における学齢期入院患者さん

へのWi-Fi無料開放についての要望」ということでお願いいたします。 

 実際に今、琉大病院は小児がんを含めて長期入院を必要とされているお子さんが小学校、

中学校と義務教育、高等部もありますが、やはり無菌室や院内学級で教育が途切れないよ

うに、森川特別支援学校の支援のおかげで継続できているんですが、どうしても無菌室と

かは院内教室に通えない方がいて、それをＩＣＴの技術で何とかWi-Fiを使って､授業を展

開しているのですが､今は森川特別支援学校のご尽力でモバイルWi-Fiを提供しているので

すが､台数の制限､やはり角部屋､ちょっと遠いところだと電波が届かなくて､琉大のほうで

Wi-Fiは１日500円という形で有料で提供している中、ほかの施設、南部医療センターさん

や中部病院さんの子どもたちへのWi-Fiは実際、無料で提供されているようでして、この辺

を森川の先生たちからもお話がありまして、ぜひ琉大でも子どもたちのためにWi-Fiの提供

を無償化できないかどうかをご審議いただけたらと思います。森川先生も追加でお願いで

きますか。 

 

○呉屋光広校長（森川特別支援学校） 

 失礼いたします。森川特別支援学校は今年で創立41年目を迎えております。できた当初

の目的は、やはり院内学級の子どもたちの学習空白をなくすためということで設立をされ

ています。それからもう41年目になるということです。 

 インターネットの利用も早くて、平成 10年に文科省の指定を受けて、100校プロジェク
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トというもので全国 100校に選ばれまして、インターネットを活用した取り組みを行って

います。 

 それから平成19年、20年には文科省の指定を受けて、現在やっているような原籍校との

交流学習の取り組みをしていました。当時は小学校、中学校、ほとんどインターネットの

環境が整っていない中でやるということでいろいろ敷居は高かったんですが、現在ではど

の学校にもインターネット環境が整っている。 

 そして、本校は県内に８つの病院に院内学級を設置しております。ご存じだと思います

が、琉大病院、こども医療センターを基幹病院、高等部まで設置をさせていただいて、８

つの病院で運営をしております。その中で大体20人ぐらいの子どもがやっているんですけ

ど、インターネット環境はこの時代で必要不可欠なものになっています。 

 情報端末のみでアプリを使ってやる学習ではなくて、ネットワークの向こうに人を感じ

ながら学習をやっていく。交流日、共同学習ですので、入院した子どもたちがスムーズに

前籍に戻れるように、自分の教室、それから机がどうなっているのか、友達がどんな会話

をしているのか、交流を深めて原籍に戻れるような環境を整えているところです。 

 ですので、ぜひ今回のWi-Fi提供をご審議いただいて、ご承認をいただけるようよろしく

お願いします。以上です。 

 

○高槻議長代理 

 浜田先生、呉屋先生、ありがとうございました。浜田先生、もうよろしいですか。 

 

○浜田聡 小児・ＡＹＡ部会長 

 大丈夫です。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございます。今日は鈴木先生がご欠席なんですが、琉大病院マターなので、

多分、病院のほうでまた審議ということになる。この提案をこの協議会で審議するという

ことでいいんですか。 

 

○浜田聡 小児・ＡＹＡ部会長 

 そうですね。増田先生、それでよろしかったですか。県のほうにお願いという形でした
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か。 

 

○増田昌人委員 

 連携協議会として、これを出すことについての是非をここで審議していただいて、あと、

出した病院側の問題がありますので、それはまた後日というか、病院のほうで検討してい

ただくということかなと思います。 

 

○高槻議長代理 

 いかがでしょうか。提案ということでありますが、特に問題はないかなと思います。よ

ろしいですか。これを協議会から病院へ提案するということに関して了承をいただいたと

いうことにいたします。よろしいですか。ありがとうございました。 

 続きまして審議事項第２号議案となります。資料9-1はがん診療提供体制のあり方に関す

る検討会のとりまとめ文書、資料9-2は厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課の鶴

田課長より各都道府県の衛生主管部に発出された文書となっており、増田委員より解説い

たします。 

 

２．沖縄県における医療機関の集約化と分散化について（医療部会） 

(1)2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に対するとりまとめ 

(2)2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に係る基本的な考え方及び検討

の進め方について 

(3)【当道府県がん診療連携拠点病院あて】2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん

化・集約化に係る基本的な考え方及び検討の進め方に関する技術的支援について 

(4)【沖縄県がん診療連携協議会あて】2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集

約化に係る基本的な考え方及び検討の進め方に関する技術的支援について 

(5)各医療機関別の受療者情報（受診人数、性別、がん種、術前後ステージ別、年齢、治療

方法、受療者医療圏など） 

①基本情報図表 

②治療前ステージ・術後病理学的ステージ・総合ステージ 

③治療方法図表 

④施設別患者住所医療圏 ①患者住所医療圏 ②治療内容別・患者住所医療圏 ③総合ス
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テージ別 

⑤院内がん登録施設別集計データの概要 

(6)都道府県別・二次医療圏別がん罹患者数及び新規診断時の三大療法別需要推計データ 

①がん罹患者数及び新規診断時の三大療法別需要推計データ 

②がん罹患者数及び新規診断時の三大療法別需要推計データの概要 

○増田昌人 ベンチマーク部会長 

 紙の議事次第をご覧ください。本日、審議事項が３つある中の真ん中の２になっており

まして、審議事項全体は情報提供・相談支援部会を除いた５つの部会で審議がされたもの

なんですが、代表して、最後に医療部会長から提案をさせていただきますが、関連する資

料等が多いものですから、ここでいうところの(1)～(7)まではベンチマーク部会部会長と

しての増田から資料の説明をさせていただきます。最後に医療部会長の伊江先生から(8)

審議：がん種ごとの選定条件についてはそれぞれ１つずつ提案をさせていただきます。 

 資料が多いので、最初にこの議事次第を見ながらお話をしますと、(1)2040年を見据えた

がん医療提供体制の均てん化・集約化に関するとりまとめなのですが、具体的にはこの検

討会のほうで昨年夏から４回にわたりまして集中審議をいたしております。４回のうちの

第１回目は私が参考人で呼ばれまして、沖縄県の連携協議会の状況をお話しさせていただ

きました。それのとりまとめがあります。 

 その後、(2)として、厚労省のほうから各都道府県の部長宛てに書類が届きましたので、

そこから説明をさせていただきます。資料9-1は飛ばさせていただいて、資料9-2、249ペー

ジに飛んでいただけますでしょうか。８月１日付でとりまとめがされまして、それを受け

まして、８月29日付で厚労省のがん・疾病対策課長、５月に来られました鶴田課長のほう

から各都道府県衛生主管部長宛てに出した、いわゆる課長通知になっておりまして、「2040

年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に係る基本的な考え方及び検討の進め

方について」という文書であります。 

 １枚めくっていただいて「記」ということで番号がついています。１番目が今後の「が

ん医療の需給について」。３枚ほどめくっていただきますと、２番、252ページに「高度な

医療技術を伴うがん医療について」。３番目が「今後の方向性について」が出ております。 

 254ページに飛びまして、多分、１、２、３に関しましては５月に鶴田課長のほうからご

講演いただいた内容とほぼ一緒ですので割愛をさせていただきます。今回、４番のところ

で具体的に方針が示されています。４番が「都道府県協議会」、略語になっておりますが、
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このがん診療連携協議会のことを指しまして、「での均てん化・集約化の検討の進め方につ

いて」ということで、(1)都道府県協議会の体制ということなんですが、いろんなステーク

ホルダーを入れて検討するようにということがいわれております。 

 １枚めくっていただきまして、255ページ、(2)都道府県協議会での協議事項なんですが、

１番としては、データ等を活用して将来の医療需要の予測をしながら、均てん化・集約化

が望ましい医療の具体について整理をしていくことが１つ、最初の段落でうたわれており

まして、２番目が放射線療法に関して、今後、特に更新等も踏まえまして具体的な論議を

していきなさいということがあります。３番目の段落が、院内がん登録等に関して、デー

タをきちんと分析して公表していくようにということ。４番目は、それらを受けて、場合

によってはがん医療圏、ほぼ二次医療圏と同義語だと思うんですが、の見直しとか、病院

機能の再編等によって、拠点病院の整備についても改めて検討することがうたわれており

ます。 

 それを受けて、(3)として、この本協議会の運営に関する県及び県拠点病院の役割が書か

れております。 

 １枚めくっていただきまして(4)が均てん化・集約化の検討の留意事項ということで、そ

れぞれ書かれておりますが、沖縄をおおむねモデルケースとしまして、多くの場合は書か

れているので、内容に関しましては放射線治療の今後について以外のものはほぼ本連携協

議会でもう既に議論が進んでいることになっていると思います。 

 258ページに、何回か皆さまにご提示した各分野ごとの、県で集約化するもの、二次医療

圏で完結するものの最終的なまとめが出ております。ということなので、今、連携協議会

でまさにやっていることをそのまんまなぞるような形で課長通知が都道府県の各担当部長

宛てに行ったということです。 

 次が資料9-3、(3)になっておりまして、それを受けまして、沖縄県保健医療介護部長か

ら６つの拠点病院の病院長宛てに文書が出ております。それが資料9-3、259ページ。これ

は改めて国立がん研究センターのがん対策研究所のほうから院内がん登録等の生に近いデ

ータが出されましたので、それを連携協議会での集約化等の分析に使うようにという話だ

ったので、それをなぞらえるような形で部長から各６つの病院長宛てに10月22日付で文書

が出ております。 

 それで、もう２枚進んでいただきますと、資料9-4、261ページ。さらに改めて協議会の

議長宛てに糸数部長のほうからほぼ同様の鏡文で文書が届いておりますので、一応、皆さ
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まにご報告をしておきたいと思います。 

 そこに何がついていたかということなんですが、ここの改めて議事次第の紙をご覧くだ

さい。紙のほうについていたデータに関しての標題だけ出しております。各医療機関別の

受療者情報と、いわゆる院内がん登録の生データに近いものが送られてきておりまして、

基本情報図表とか治療前ステージ・術後病理学的ステージ、総合ステージ、治療方法図表

とか患者住所医療圏ということで幾つか送られてきておりまして、ここには別紙エクセル

表と書いてあって、当初、公開する予定だったんですが、中に患者数が少ないデータが入

っておりましたので、今回は個人情報保護の観点から公開は差し控えたいと思います。ま

た、今後、議長である鈴木病院長と相談しまして、委員の皆さまには何らかの形でこれを

お出しするように検討したいと思います。 

 ただ、実際にこれを使って、既に沖縄県においては10年以上前から院内がん登録の分析

の報告書を出しておりますので、多分、そのようなものをつくって出すというのが国の趣

旨ではないかと考えております。 

 資料9-9はiPadの中に入っておりまして、次の263ページからが、11ページほどで院内が

ん登録施設別集計データの概要ということで、これは使い方について出しております。ま

た、資料9-10、274ページではデータと、9-11、452ページでは推計データの概要について

出てきておりますが、時間の関係上、一つ一つは解説しませんので、これに関しましては

公開しますので、皆さま、後でご確認いただければと思います。 

 取りあえず国の方針及び国から送られてきたデータ等に関しましては以上となっており

まして、この後、１回、ご質問を受けて、(7)でこれまでの決定事項の確認という方向にい

きたいと思います。次に進んでよろしいですか。 

 

○高槻議長代理 

 今までのところで何かございますか。よろしいですか。 

 申し遅れましたが、資料9-3だから、259ページ以降は糸数部長から本来、報告いただく

内容でしたよね。 

 

○増田昌人 ベンチマーク部会長 

 すみません。 
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○高槻議長代理 

 何か皇室関係者が来沖のため、担当者も含めて本日は全員欠席ということで、増田先生

に代理で報告していただきました。ということでした。すみませんでした。 

 

○増田昌人 ベンチマーク部会長 

 県のほうから急遽連絡が入りまして、今日はそういう方がお見えなので、全員出て、担

当だそうで、急遽、私が代理でお話をすることになりました。申し忘れて申し訳ありませ

んでした。 

 

(7)これまでの決定事項の確認 

○増田昌人 ベンチマーク部会長 

 では、次は資料9-12、462ページに飛んでいただけますでしょうか。462ページから７ペ

ージほど、これまで約１年、４回にわたって選定要件の改訂に当たってにつきまして議論

を重ねまして、幾つものことを方針決めやいろんな決定事項をしましたので、今日は多分、

実質的には最後の審議になると思いますので、委員の何人かの方からこれまで決まったこ

とをきちんともう１回、整理したほうがいいのではないかというご意見も頂戴したので、

ちょっと長めなんですが、７ページにわたり整理をいたしましたので、それぞれお話しし

ますのでご確認をお願いいたします。 

 まず最初が、青で書いてあるところが項目になります。１番目が、もうだいぶ前なんで

すが、「がん診療を行う医療機関」選定要件改訂会議の基本的な方針を約１年前に定めまし

た。１番の体制としては事務局を琉大病院のがんセンター、具体的には、連携協議会とし

ては医療部会及びベンチマーク部会がメインで担当。(3)として、医療部会の下に臓器別に

ワーキングを結成して具体的な審議を行う。４番目がその上で、上の医療部会とベンチマ

ーク部会で審議をする。その内容を幹事会で審議し、協議会で審議して、最終的に議長か

ら沖縄県の保健医療介護部長へ提出する段取りということになりました。 

 ２番目に臓器別ワーキングの構成員の選出方法は、(1)として、原則としてがん種ごとに

最新データである2023年の院内がん登録の数が多い上位６医療機関の長から推薦を受けた

医師、おおよそは大体、副病院長や部長クラスになります。が６名。放射線治療は４名の

プールから２名。同様にがん薬物療法専門医が、次のページなんですが、４名のプールか

ら２名。そして私、増田が司会として、計11名を原則としております。あとは、単純な症
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例数を出しにくい場合は事務局の一任という形で取っております。 

 ３番として、今回、選定条件を決めるがん種は以下の20種ということになりまして、連

携協議会で20番目の遺伝性腫瘍が委員のほうからのご提案で加わったということで、トー

タルで20種類ということになります。ここまでが１番目に決まったことです。 

 要件見直しの基本的な方針としましては、具体的には３項目ありまして、１番、各分野

共通の条件を設定し、それらを全て満たすこと。次のページにいきまして、２番目、分野

ごとに個別の条件を設定し、それらを全て満たすこと。３番、分野ごとの個別条件の設定

の際には、(1)として、検討会の基本方針を意識して決める。２番目が科学的根拠を意識し

て進める。３番目がデータの分析結果に基づいて議論を進めることが決まっております。 

 大きく３つ目の決まった事項は、2040年を見据えたがん医療提供体制の集約化と分散化

に関する今後の協議会の方針としてなんですが、総論として、１番が検討会の審議に準じ

て審議を進めていく。２番目がロジックモデルを用いて計画を立てていくということと評

価もしていく。 

 あとは、各論としましては、１番として、選定条件の見直し期間を６年から３年ごとに

していこうということと、２番目が集約化と分散化を遂行するために啓発活動を協議会と

してしていこうということが決まっております。 

 それを受けまして、次の465ページの青なんですが、見直し期間の短縮を具体的に県のほ

うに提案しようと。６年ごとだったものを３年ごとなんですが。条件としては今までも６

年ごとだったんですが、ただ、選定としてはそれぞれのデータに基づいて、毎年、沖縄県

のほうでデータを分析して選定をし直していることもまた申し添えたいと思います。 

 次に選定された医療機関に患者を集約するために行うこととして全部で４つありまして、

１番目が精密検査を行っている医療機関に関して、こういう病院の選定会議をして、選定

された病院がありますよというところで、そこになるべく紹介してくださいということを

協力依頼する。２番目が、全ての医療機関に関して、こういうことをしている、選定をし

ているということを啓発していく。３番目が、がん相談を行っている研修会でもこういう

ことを学習してもらうと。４番目が沖縄県民に対しても啓発活動を行っていくということ

です。 

 これまでが総論となっておりまして、あと３ページなんですが、最終的に「がん診療を

行う医療機関」の体制整備の要件ということで、これも一番最初に決めたことなんですが、

例えば脳腫瘍なら脳腫瘍の個別要件を決めるにしても、その前提として、病院として、医
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療機関として守るべき、クリアすべきものを全体として８つ決めております。細かいこと

は(1)(2)等で入れておりますが、大きくは８つありまして、番号がついているところから

読み上げますと、１番が医療法等に基づく医療安全にかかる適切な体制を有すること。２

番が院内がん登録を行い、その分析や情報公開を行う体制を有すること。進みまして３番、

セカンドオピニオンを積極的に患者に勧めるとともに、セカンドオピニオンを提供する体

制を有すること。４番目がレジメン審査管理登録等を行い、標準的な薬物療法（免疫療法

も含む）において標準治療を提供できる体制を有すること。５番目、緩和ケアチームが活

動し、適切な緩和ケアを提供する体制を有すること。６番、がん患者の病態に応じた、よ

り適切ながん医療を提供するためのカンファレンスをそれぞれ必要に応じて定期的に開催

する体制を有すること。 

 ここまでが実は６年前と同じことでして、あと新しく連携協議会のほうで議論していた

だいて２つ加わりました。そのうちの１つ、７番目が、がん遺伝子パネル検査（がんゲノ

ムプロファイリング検査）を必要な患者に積極的に行い、その結果を適切に評価したがん

ゲノム医療を提供できる体制を有すること。８番目が臨床試験及び治験を必要な患者に提

供できる体制を有することになっておりますので、一応、ご確認いただければと思います。 

 これまで決定事項についての確認をさせていただきましたが、何かありますでしょうか。

では、私は以上です。 

 

○高槻議長代理 

 増田先生、ありがとうございました。いかがでしょうか。 

 先生、私からちょっと。キーワードの話。集約化と分散化、集約化と均てん化と２つ、

多分出てきていると思う。どっちでしたっけ。 

 

○増田昌人委員 

 沖縄県の連携協議会では、当初のところから集約化に対しては分散化でしょうと。それ

は対比する言葉の取りようなんですがということで、均てん化は多分、全てにわたって、

どの分野でも集約化しようが分散化しようが、常に均てん化は必要な常識的なことだから

という趣旨で集約化と分散化という形で議論を進めてきました。多分、均てん化はどこに

住んでいても同じようながん医療が受けられるようにという話なので、これは多分、医療

者として常識というか、前提条件みたいなところがあって、集約化と分散化は多分、がん
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種によってはある程度、集約化したほうがいいものとか、がん種によっては分散化したほ

うがいいものということで、多分、言葉の対比としては集約化に対しては分散化のほうが

しっくりくるかなということで以前からそれを使っていたわけなんですが。 

 あと何か有識者の、埴岡先生は何かご意見、当初のことを知っているので、どうぞ。 

 

○埴岡健一委員 

 増田先生のおっしゃったとおりだと思いますが、均てん化というのは患者アウトカムの

均てん化、あるいは医療の質の均てん化で、手段としてはそれは集約と分散を組み合わせ

て最適化で実現すると。そういう関連が、用語の定義が本来だったんですけども、一種の

誤用として、均てん化と集約化が対のように使われているということなんですけども、そ

れは当初の考えから言えば誤用であるので、本来は集約化と分散化で、それによって均て

ん化を実現するという言い方が正しいんですけど。ただ、もう国の文書が全部、ある意味、

誤用で使われているので、両方使い分けて、その違いを知っておくのが必要になってしま

っているという状況かと思います。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございました。ゴールは一緒ということでいいんでしょうけどね。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ、玉城先生。 

 

○玉城研太朗（田名毅委員代理 沖縄県医師会） 

 ありがとうございます。すごくよく分かりましたが、集約化のお話はよく議論に上がる

んですが、逆に分散化の指針が全然見えてこないんですけど、この辺は今後はどういう流

れでしょうか。 

 いいんですよ、集約化で。ある６施設か７施設を選定して、そこに集めましょうはいい

んですが、均てん化じゃないですけど、分散化。つまりほかの地域に恐らく集約して、最

後は分散するのか、どういうイメージなのか分からないんですが、分散化をするという、

分散化の中身が全然見えてこないんですけど、この辺は何か指針はありますか。 

 

○増田昌人 ベンチマーク部会長 

 ただ、国のほうは「分散化」という言葉は多分、一度も使っていないので、集約化に対
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する対立語として「均てん化」を使っているんですけど、私たちはちょっと違うんじゃな

いかというのがひとつあります。 

 選定要件を選ぶときの、これは今回も６年前も12年前もそうなんですけど、多分、がん

種によってすごく絞り込んだほうがいい場合と、あと、それはおおむね、１つは患者さん

の数が少ない場合ですね。そういったものとか、あとは例えば極めて手術が難しい領域、

そういったところはぐっと絞り込んで。それは多分、集約化と私たちは呼んでいたと思い

ます。 

 もう１つは、患者さんがすごく多い領域、あとはある程度、標準治療が確立されていた

り、ガイドラインがすごくしっかりしていたり、そういう場合は、僕らはその当時から分

散化という形で、このがん種は分散化のほうがより大事だよねということで、例えば二次

医療圏だったら、なるべく二次医療圏で完結するのとはちょっとまたニュアンスが違う。

二次医療圏……。いろんなところで診てもらったほうがいいんじゃない？という話で、多

分、それの集約化側の象徴が脳腫瘍だったり頭頸部がんで、分散化側の象徴が乳がんだっ

たり大腸がんなのかなと思って、議論はしていたという感じです。 

 

○玉城研太朗（田名毅委員代理 沖縄県医師会） 

 先生、そうなんですが、要するに例えば私がいた東北地方でいうと、宮城県、岩手県だ

と新幹線沿いに専門医がずっと点々としていて、沿岸部に全然、専門医がいない中で、そ

この医療の、これだと均てん化になるんですが、質を、がん医療提供体制をどのようにす

るかということがまさしくその地域では議論がされているわけなんですよね。 

 一方で、沖縄県の東西1,000kmの広大な医療圏を集約化と均てん化、あるいは分散化をす

るための分散、あるいは医療の質の担保というところの議論というのが、集めましょう、

集めましょうはいいんですが、そこをどういうふうにカバーをしていくかという議論も集

約化と分散化だったら必要だと思うんですけど、この辺はどうですか。 

 

○増田昌人 ベンチマーク部会長 

 そういったことも踏まえましたので、前回の第２回の８月のときに、沖縄県の場合はが

ん医療圏という言葉を通常使っていないので、二次医療圏でいきますと、北部医療圏と宮

古医療圏と八重山医療圏で最低限、担保すべきがん医療ということで、１つは、診断は３

つのところでつけましょう。具体的には、県立北部病院と北部地区医師会病院、県立宮古
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病院、県立八重山病院でそれぞれ診断まではできるようにしましょうと。ただ、治療に関

しては、最低限、担保するのは胃がんと大腸がんだと。 

 あとは、例えばその年に呼吸器外科の先生が赴任していらっしゃった場合は、当然、肺

がんの手術はすることになりますけど、絶対的にここは死守するという担保はもう胃がん

と大腸がんの２点にしましょうということで決議させていただいた。それがまさに分散化

なのかなと思っております。 

 

○玉城研太朗（田名毅委員代理 沖縄県医師会） 

 ありがとうございます。また議論は尽きないんですが、ここは乳がんも含めてなんです

けど、離島にもいっぱい患者さんがいらっしゃって、やはりそことの連携体制を具体的に

見える化をしていく。そこの地域に乳腺の専門医を配置するのはなかなか難しいと思いま

すので、例えばそこのD to Dのコンサルト機能を県内で整理していく等の具体的な策をこ

の協議会の中でつくっていかないと、恐らく今後、10年20年のがん医療提供体制は担保で

きないのかなとも思いました。 

 

○高槻議長代理 

 埴岡先生、どうぞ。 

 

○埴岡健一委員 

 参考ですが、もう１つ似た用語として機能分化と連携という言葉もありますよね。最終

的には面的整備ということなので、今、初期治療に焦点を当てて、国が集約化と言ってい

るわけですけれども、元々、病病連携、病診連携、診診連携、あるいは地域連携、パスと

かそういうこともありますので、結局、昔の言い方ですと、がん難民が生まれないように、

迷う患者さんがないように、面的整備をする中の１つの領域にスポットが当たっているの

かなという理解もできるのかなと思って伺いました。いずれにしても全体的な整備が必要

だというのはおっしゃるとおりだと思います。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございます。分かるようでというか、難しいですよね。役割分担ということ

だと思いますし、がん医療ですから緩和医療とかそういうことも入ってきますし、どこで
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何をどこまでやるのか。そのためにどう人を配置するのか。どの施設でとかいう話になっ

て。あと遠隔とかそういうことになってくるでしょうから、そういうところが今後のあれ

なのかなと思いますけど、ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 次に本日の審議事項、がん種ごとの選定条件について、医療部会長の伊江先生からお願

いいたします。 

 

(8)審議：がん種ごとの選定条件 

（①脳腫瘍（脳・中枢神経系）、②頭頸部（口腔／咽頭／喉頭／鼻腔・副鼻腔／唾液腺）、

③甲状腺、④食道、⑤胃、⑥大腸、⑦肝臓、⑧胆道（胆のう・胆管）、⑨膵臓、⑩肺、⑪骨・

軟部腫瘍、⑫難治性皮膚がん、⑬乳房、⑭婦人科がん（子宮頚部、子宮体部、卵巣）、⑮泌

尿器がん（前立腺、腎、膀胱）、⑯血液腫瘍、⑰小児がん、⑱ＡＹＡ世代のがん、⑲希少が

ん、⑳遺伝性腫瘍） 

○伊江将史 医療部会長 

 よろしくお願いします。医療部会長の伊江です。先ほどご説明がありましたけれども、

がん種は20種ですね。資料は別紙のほうになっております。Ａ４の横、スライドを印刷し

たものですけれども、別紙資料9-13になっております。これはiPadではなくて紙の資料と

なっております。よろしいでしょうか。 

 最初の１ページ目が「20がん種・分野の選定要件（案）」となっており、①から⑳までの

がん種が記載されております。こちらを一つ一つ私のほうでご説明いたしますので、各臓

器別の選定要件（案）につきまして審議のほうをよろしくお願いいたします。よろしいで

しょうか。 

 資料の中には第７次に既に選定要件（案）があるもの、臓器もありましたが、第８次で

新たに要件をまとめたものもありますので、７次のほうに要件（案）があった場合は右側

のほうに併記しておりますのでご参照ください。 

 まず１番、脳腫瘍の選定要件（案）についてご説明いたします。大まかに、項目は「学

会の認定」と「外科的治療」、あと「放射線療法」「薬物療法」の大きく分けて４本立ての

項目になっております。 

 まず学会の認定に関してご説明いたします。日本脳神経外科学会の基幹施設、または関

連施設であること。日本医学放射線学会修練機関であること。＊のほうに「次回改定時に

は、日本放射線腫瘍学会認定施設に差し替えることを検討する。また、常勤の放射線治療
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専門放射線技師１名以上、常勤のがん放射線療法看護認定看護師、またはがん看護専門看

護師１名以上の条件を検討する」となっております。また、３番目、「次回改定時には、日

本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医１名以上、または基幹ないし関連施設を追加すること

を検討する」と書いております。学会認定の２番目と３段目に関しては、他のがん種にで

も同一の文言が出てきますのでご留意ください。 

 続きまして外科的治療は手術が年12例以上となっております。 

 放射線療法に関しましては、年６例以上、②番目が強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）を

提供できること、③定位放射線照射による治療（ＳＲＴ）を提供できることとなっており

ます。 

 続きまして薬物療法です。まず症例としては①番、年３例以上となっております。②番

目に関しては、がん専門薬剤師、がん薬物療法認定薬剤師、外来がん治療認定薬剤師のい

ずれかが常勤で１名以上いることとしております。③番に関しては、がん看護専門看護師

またはがん薬物療法認定看護師（がん薬物療法認定看護師）のいずれかが常勤で１名以上

いること。④番、薬物療法の副作用に迅速かつ適切に対応する体制が整っていること。特

に組織上、明確に位置づけられた各臓器の専門医に加えて、多職種で構成された免疫チェ

ックポイント阻害薬対策チームが組織されていること。前述の専門医がいない場合は、他

の医療機関と連携して、対応が迅速に行われることが組織上、明確に規定されていること

としております。 

 薬物療法に関しては、①番、症例数に関しては各臓器ごとに数を設定しておりますが、

②～④番はほぼ同一の文言を要件のほうに含めております。 

 特記事項としまして、症例数は直近３年間の平均値としております。 

 脳腫瘍に関しての選定要件は以上になりますが、こちらのほうについて、審議のほうを

よろしくお願いいたします。 

 

○高槻議長代理 

 先生、ありがとうございました。いかがでしょうか。基本、ワーキングで十分もんでい

ただいた内容だと思いますけど。よろしいですか。お認めいただいたということにいたし

ます。続いてお願いします。 

 

○伊江将史 医療部会長 
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 ありがとうございます。続きまして、ページをめくりまして３ページです。２番、頭頸

部がんの選定要件（案）に移らせていただきます。 

 こちらもまず学会の認定に関しては、日本頭頸部外科学会認定施設または準認定施設で

あること。次回改定時には認定施設のみにすることも検討いたします。また、日本口腔外

科学会認定研修施設であることとしております。次回改定時には日本口腔腫瘍学会がん薬

物療法口腔がん専門医１名以上、または研修施設を追加することを検討いたします。 

 続きまして日本放射線腫瘍学会認定施設であることとしております。次回改定時には、

認定施設ＡまたはＢにするかを検討いたします。また、常勤の放射線治療専門放射線技師

１名以上、常勤のがん放射線療法看護認定看護師、またはがん看護専門看護師１名以上の

条件を検討いたします。４番目は、日本臨床腫瘍学会基幹施設または関連施設であること

としております。学会の認定は以上となっております。 

 続いて外科的治療ですが、手術が年24例以上と定めております。 

 放射線療法に関しては年12例以上としております。こちらは、放射線療法の要件としま

しては、①治療患者数（新規症例）が年間150例以上、これは全がんのがん種の治療が対象

となっております。全がん種の対象の放射線治療が年間150例以上であること。②番、ＩＭ

ＲＴができること。③番、ＳＢＲＴができること。④番、密封小線源治療が可能か、また

は同治療が可能な機関への紹介体制を構築することとなっております。頭頸部がん領域に

関しては、放射線治療が治療の主体を占めておりますので、より細かい要件となっており

ます。 

 続きまして薬物療法に関しては、年12例以上となっております。②～④に関しては前述

の脳腫瘍と同一ですので割愛させていただきます。 

 こちらに関して、審議のほうをよろしくお願いいたします。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございました。いかがでしょうか。頭頸部がんですね。20あるので、どんど

んいかないといけませんが、ご意見があったら、重要なことですのでお願いいたします。

よろしいですか。 

 では、続いて甲状腺がんですね。よろしくお願いいたします。 

 

○伊江将史 医療部会長 
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 甲状腺がんですね。４ページになります。 

 学会の認定に関しましては、日本内分泌外科学会認定施設または関連施設となっており

ます。こちらに関しては第７次の医療計画のほうを右側に載せております。２番目に関し

ては、次回改定時に関しては日本甲状腺学会専門医が１名以上、または認定専門医施設を

追加することを検討いたします。３番目は、日本医学放射線学会修練機関であること。こ

ちらは先ほどの脳腫瘍のものと文言が同じ内容となっております。さらに４番目ですけど、

次回改定時には腫瘍・免疫核医学研究会甲状腺癌受け入れ可能施設を追加することを検討

いたします。５番目は、次回改定時には日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医１名以上、

または基幹ないし認定施設を追加することを検討いたします。こちらも他がん種同様に組

み込まれております。 

 外科的治療に関しては、手術が年12例以上。これは前回が６例以上に対して、２倍以上

の症例設定となっております。 

 放射線療法に関しましては、前回は規定がありませんでしたが、今回はアブレーション

を年１例以上行っていること。②番目は自施設で放射線療法ができない場合は適切に連携

を行うことにより、アブレージョンが可能な施設へ紹介して年１例以上を満たしているこ

ととしております。 

 続きまして薬物療法です。こちらは第７次のほうでは年１例以上としておりましたが、

第８次では年６例以上に設定しております。②～④番は前述と同じ要件となっております。 

 こちらに関して、審議のほうをよろしくお願いいたします。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございます。甲状腺がんですね。いかがでしょうか。よろしいですか。それ

ではお認めいただいたということにいたします。 

 次は食道がんですね。よろしくお願いします。 

 

○伊江将史 医療部会長 

 ページは５ページです。まず学会の認定ですけれども、第７次に準じて、日本消化器病

学会認定施設であること、日本消化器外科学会認定施設であることは引き続き継続してお

ります。さらに日本消化器内視鏡学会指導施設または指導連携施設であること。あと４番

目、日本内視鏡外科学会技術認定取得者が常勤で１名以上いることとしております。次回
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改定時に関しましては、日本食道学会食道科認定医または食道外科専門医１名以上、また

は食道外科専門医認定施設を追加することを検討いたします。６番目は、日本医学放射線

学会修練機関であることとしております。次回改定時の文言も前回と同一の内容となって

おります。７番目は、日本臨床腫瘍学会の文言に関しても、次回改定時に関しては検討す

ることとなっております。 

 続きまして外科的治療です。手術または鏡視下治療が年８例以上です。前回は手術に関

する文言はありませんでした。内視鏡的粘膜下層剥離術の合計が年６例以上となっている

のに対して、今回は手術に関しては鏡視下治療が年８例以上となっております。 

 続きまして放射線療法です。こちらは年６例以上です。②番目は放射線治療専門医が常

勤で１名以上いること、ＩＭＲＴが提供できること、ＳＲＴが提供できることとなってお

ります。 

 薬物療法に関しては年３例以上。こちらは７次と同症例数の据え置きとなっております。

②～④番に関しては同じ文言が記載されております。 

 食道がんに関して、審議のほうをよろしくお願いいたします。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございました。食道がんですね。ここはちょっとハードルを上げたほうがい

いかなと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですね。 

 続きまして胃がんですね。よろしくお願いいたします。 

 

○伊江将史 医療部会長 

 胃がんの学会の認定に関しましては、日本消化器病学会認定施設であること、日本消化

器外科学会認定施設であることが同要件として記載されております。さらに日本消化器内

視鏡学会指導施設または指導連携施設であること。日本内視鏡外科学会技術認定取得者が

常勤で１名以上いることとしております。次回改定時には、日本胃癌学会認定施設を追加

することを検討いたします。また、日本医学放射線学会修練機関であることとしておりま

す。次回改定時の追加案件に関しては、前述のとおりとなっております。また、日本臨床

腫瘍学会に関しての追加文言に関しても同一の内容となっております。 

 外科的治療に関しては、前回が手術が年10例以上に対して、手術または鏡視下治療が年

15例以上と1.5倍の増加となっております。 
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 内視鏡的治療に関しましては、内視鏡的粘膜下層剥離術が、前回は年３例以上だったの

に対して６例以上に引き上げております。 

 放射線療法に関しては、恐らく治療の主体ではないということで規定はなしということ

になります。 

 薬物療法に関しましては、年３例以上だったのに対して６例以上に引き上げております。

②番から④番は同一の内容となっております。 

 以上、胃がんに関して、審議のほうをよろしくお願いいたします。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございました。胃がんですが、よろしいでしょうか。沖縄は胃がんは少ない

んですよね。少ないんですけど。先ほど分散化の話があったときに、胃がんとか大腸がん

は分散化という話もちょっと出たとき、あんまりここは多分、ハードルを上げ過ぎてもい

けないところだと。ワーキングで多分もまれた内容なので異論はないんですけど。いかが

でしょうか。 

 

○増田昌人 ベンチマーク部会長 

 申し添えますと、前々回だったと思うんですけど、この連携協議会で消化管外科学会の

ほうからハイボリュームセンターは30例という１つの基準が出たので、委員のほうからそ

れを検討してはということがあったんですが、２回目のワーキングでの検討では、先ほど

議長がおっしゃったように、30は沖縄県ではハードルが非常に高いということで、10例を

12例にしたのを今回は15例に上げて、最終的に意見の一致をみたということを申し添えた

いと思います。以上です。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございます。よろしいですか。 

 続きまして大腸がんです。よろしくお願いいたします。 

 

○伊江将史 医療部会長 

 大腸がんです。ページは７ページになります。 

 学会の認定は、日本消化器病学会認定施設であること、日本消化器外科学会認定施設で
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あること、また日本消化器内視鏡学会指導施設または指導連携施設であること、日本内視

鏡外科学会技術認定取得者が常勤で１名以上いることとしております。次回改定時には大

腸癌研究会会員施設を追加することを検討いたします。また、日本医学放射線学会修練機

関であることとしております。次回改定時の追加文言に関しては他がん種と同一の内容と

なっております。 

 外科的治療は、前回、第７次のほうで結腸がんが24例以上、直腸がんが12例以上と設定

していたのに対して、手術または鏡視下治療が年50例以上。これは結腸がんと直腸がんを

含めて50例以上に引き上げております。 

 放射線療法に関しましては年１例以上で、ＩＭＲＴを提供できること、ＳＢＲＴを提供

できること。自施設で放射線療法ができない場合は、適切に連携を行うことにより、②と

③が可能な施設へ紹介して、年１例以上を満たしていることとしております。補足します

と、これは比較的、大腸がんの手術を多くやっている施設の中には放射線治療がない施設

もありますので、その辺に配慮した内容となっております。 

 薬物療法に関しては年24例以上、②～④番に関しては同じ内容となっております。 

 大腸がんに関しては、比較的、疾患頻度が高い病気でありますので、集約化というより

はある程度、均てん化に配慮した内容になっているかと思います。審議のほうをよろしく

お願いいたします。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございます。いかがでしょうか。伊江先生がおっしゃったとおりで、大腸が

んも多いですね。進行がんが多いですので、私としましては消化器外科なので、ちょっと

いろいろ言っちゃいますけど。年間50例は妥当だと思うんですが、まあまあハードルが高

いと感じちゃいますね。ワーキングで決めたことなので、僕は異論はないんですけど、こ

こはやっぱり……。元々、がん診療を行う医療機関の選定要件なので、あんまり上げ過ぎ

てもいけないかなという直感はいたしますが、もちろん皆さんで十分、議論していただい

た内容でしょうから。いかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは大腸がんをお認めいただいたということで、次は肝臓、胆道、膵臓がんですね。

よろしくお願いいたします。 

 

○伊江将史 医療部会長 
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 肝胆膵は、７、８、９とまとめた選定要件（案）になっております。 

 まず学会の認定に関しましては、日本消化器病学会認定施設であること、日本消化器外

科学会認定施設であること、または日本肝臓学会の認定施設であること、日本胆道学会の

認定指導医が１名以上いること。こちらは次回改定時には指導施設に差し替えることを検

討いたします。また、日本膵臓学会認定指導医が１名以上いること。こちらも次回改定時

には指導施設に差し替えることを検討いたします。日本肝胆膵外科学会高度技能専門医ま

たは指導医が１名以上いること。こちらも次回改定時には修練施設に差し替えることを検

討いたします。日本医学放射線学会修練機関であること。次回改定時の要件に関しては前

述のとおりとなっております。また、日本臨床腫瘍学会に関しての追加検討案も前述のと

おりとなっております。こちらの学会の認定に関しては、かなり規定の要件が増えている

流れになっております。 

 外科的治療に関しましては、高難度肝胆膵外科手術が年20例以上と設定しております。

こちらは前回が肝臓がんの手術が年６例以上、あと肝道がん、膵臓がんの手術の合計が年

10例以上に対して20例と引き上げを行っております。 

 放射線療法に関しては年１例以上で、ＩＭＲＴが提供できること、ＳＢＲＴを提供でき

ること、④番目は自施設で放射線療法ができない場合は、適切に連携を行うことにより、

②と③が可能な施設へ紹介して、年１例以上を満たしていること。また⑤番、放射線治療

用の吸収性組織スペーサを消化器外科専門医と放射線治療専門医が協力して挿入できるこ

と、または可能な施設へ紹介できる体制を整えていることとしております。 

 薬物療法に関しては年12例以上で、②～④は同じ内容となっております。 

 こちらに関しては、先ほどもお話がありましたけど、肝胆膵はかなり高難度の手術にな

りますので、より要件を厳しくして集約化を図ろうという、そういった内容になっており

ます。こちらの審議のほうをよろしくお願いいたします。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございます。いかがでしょうか、肝胆膵ですね。どうぞ。 

 

○西原政好委員（沖縄県立宮古病院 外科部長） 

 宮古病院外科の西原ですが、外科的治療を年20例以上と書いているんですけども、肝胆

膵外科の場合、修練施設になる場合は多分、Ｂでも30例以上は必要かと思うんですけども、
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これで20例だったら、そこに満たさないので、これはやはり30例は必要かなと思っている

んですけども、いかがでしょうか。 

 

○伊江将史 医療部会長 

 確かにこれは肝胆膵のワーキンググループでもかなり議論になりました。今後、症例数

を、集約化を図っていくとしたら20例じゃ少ないんじゃないかという意見もございました

が、それは３年後のまた要件（案）の見直しのときに引き上げるかどうかを議論しましょ

うということで、そのときは20例に据え置きになったかなと把握しておりますが、増田先

生、何か追加のコメントはありますでしょうか。 

 

○増田昌人 ベンチマーク部会長 

 いえ、私からは特にありません。多分、そういう議論だったと思います。 

 

○西原政好委員 

 そうですね。修練施設Ｂでも30例以上、Ａだと50例以上なので、沖縄県内にその施設を

つくっていこうと考えたら、30例以上が必要になってくると思うんですが。 

 そこを目指していって、若手の高度技能専門医をやっぱりトライしていくような体制を

取らないと、それがまさに肝胆膵においては集約化かなと思うので。 

 

○伊江将史 医療部会長 

 それは段階的に引き上げていくことになるのではないかと思います。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございます。皆さんがおっしゃるとおり、今、沖縄に認定施設が３施設、そ

こに限定されるような形にするけど、今のところ、ちょっと広げておいて、人材育成とい

うことも多分あると思いますので。 

 ただ、おっしゃるとおりで、食道がんもそうなんですけど、手術に関しては、消化器が

ん領域ではかなり高難度で、ＩＣＵとかもちゃんと整備しているようなところでやるべき

がんだと思っていますので、ここはもう本当にぎゅっと集約すべきがんだとは思いますけ

ど、先ほど伊江先生がおっしゃったとおりで、ワーキングではそういう議論になったとい
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うことだと思いますね。ここは段階的ということかと思いました。 

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 続きまして肺がんですね。よろしくお願いします。 

 

○伊江将史 医療部会長 

 まず学会の認定は、日本呼吸器学会認定施設であること、呼吸器外科専門医合同委員会

認定修練施設（基幹施設）または（関連施設）であること、あと気管支鏡専門医が１名以

上いること。次回改定時には日本呼吸器内視鏡学会認定施設または関連認定施設に差し替

えることを検討いたします。また、日本内視鏡外科学会技術認定取得者が常勤で１名以上

いること。日本放射線腫瘍学会認定施設であることとしております。次回改定時に関して

は、認定施設ＡまたはＢにするかを検討いたします。また、以下に関しては同一の文言と

なっております。日本臨床腫瘍学会に関しての文言も同一の内容となっております。 

 外科的治療に関しましては、前回が手術が年24例以上だったのに対して、50例以上に引

き上げております。 

 放射線療法に関しては年12例以上となっております。 

 薬物療法に関しましては、前回18例以上に対して、今回は年24例以上に引き上げており

ます。②～④番は同一の内容となっております。 

 肺がんに関しては、前回、新規治療を年50例以上やることと入っていたんですが、今回、

第８次にはこちらは削除しております。 

 肺がんに関して、審議のほうをよろしくお願いいたします。 

 

○高槻議長代理 

 いかがでしょうか。肺がんですね。全国的に急増しているがんの１つだと思います。沖

縄も多いと思います。外科なので手術の話をしてしまうのですが、50例、これもまあまあ

ハードルが高いのではないかと思ってしまうのですが、ワーキングで決めた内容ですから

いいんですけど。 

 前回は確か、大学は外れていたんですよね、肺がん。これはワーキングでちゃんと決め

たことなので、繰り返しますけど、異論はないんですが、僕は大学一極で集約とは全く考

えていなくて、それはいいんですけど、外れてしまうのはやはり特定機能病院でもありま

すし、薬物もあって、これから集約的治療となったときに、そこは意見としてはちょっと
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ありますけどね。一応、これをベースで決めていただいていいとは思います。手術が50と

いうのは結構ハードルが高い気はいたします。 

 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。肺がんをお認めい

ただいたということで、次は骨・軟部腫瘍ですね。 

 

○伊江将史 医療部会長 

 骨・軟部腫瘍ですね。ページは10ページになります。 

 学会の認定に関しましては、日本整形外科学会、骨・軟部腫瘍認定医が常勤で１名以上、

日本放射線腫瘍学会認定施設であること、常勤の放射線治療専門放射線技師が１名以上、

常勤のがん放射線療法看護認定看護師またはがん看護専門看護師が１名以上いること。次

回改定時には認定施設ＡまたはＢにするかを検討いたします。また、日本臨床腫瘍学会の

基幹施設であることとしております。 

 外科的治療に関しては手術が年24例以上、放射線療法に関しては年６例以上でＩＭＲＴ

が提供できることとしております。薬物療法に関しては年12例以上で、②～④番は同一の

文言となっております。 

 こちらは第８次に新たに選定要件を設定しておりますので、新規の案件となっておりま

す。審議のほうをよろしくお願いいたします。 

 

○高槻議長代理 

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。骨・軟部腫瘍ですね。お認めいただいたとい

うことにいたします。 

 続きまして難治性皮膚がんの選定ですね。お願いします。 

 

○伊江将史 医療部会長 

 ページは11です。難治性皮膚がんの選定要件ですが、学会の認定は日本皮膚科学会主研

修施設であること、日本放射線腫瘍学会認定施設であること、常勤の放射線治療専門放射

線技師が１名以上、③番、常勤のがん放射線療法看護認定看護師またはがん看護専門看護

師が１名以上いることとなっております。また、日本臨床腫瘍学会の基幹施設となってお

ります。 

 外科的治療に関しては手術が年50例以上、放射線療法に関しては年６例以上で、ＩＭＲ
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Ｔを提供できることとなっております。薬物療法は年６例以上、②～④番は同一の文言と

なっております。 

 こちらに関して審議のほうをよろしくお願いいたします。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございます。いかがでしょうか。もう消化器が終わったので、僕もあんまり

コメントがなくなってきましたが、よろしいですか。 

 

○増田昌人 ベンチマーク部会長 

 １点だけ、「難治性皮膚がんとは何ですか」という話があったので。一応、通常のいわゆ

る皮膚がんは除いていまして、ここは悪性黒色腫と血管肉腫を主に想定しております。以

上です。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございます。となると、手術が年50例というのは、いや、僕も全然分からな

いですけど、まあまあかなと思いました。ワーキングで決めたことですから。よろしいで

すか。 

 続きまして乳がんですね。よろしくお願いいたします。 

 

○伊江将史 医療部会長 

 ページは12です。まず学会の認定ですけれども、日本乳癌学会認定施設であること。次

回改定時には日本医学放射線学会の修練機関を追加することを検討いたします。また、日

本臨床腫瘍学会に関しても次回改定時に検討いたします。 

 外科的治療に関しては、手術が年30例以上。前回の計画のときには規定はありませんで

したが、30に引き上げております。 

 放射線療法に関しても、前回、規定はありませんでしたが、年12例以上に引き上げてお

ります。自施設で放射線療法ができない場合は、適切に連携を行うことにより、年12例以

上を満たしていることとしております。 

 薬物療法に関しましては年20例以上。ここでの薬物療法は、従来の化学療法のほか、分

子標的療法、内分泌療法、免疫療法を含んでおります。②番目に関しては、先ほどの文言
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とほぼ同一の内容となっております。 

 乳がんに関しては以上となっております。審議のほうをよろしくお願いいたします。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございます。乳がんです。これも沖縄でかなり多いがんですね。いかがでし

ょうか。よろしいですか。お認めいただいたということで、次の婦人科がんですね。よろ

しくお願いいたします。 

 

○伊江将史 医療部会長 

 13ページです。まず学会の認定ですけども、日本婦人科腫瘍学会指定修練施設であるこ

と。次回改定時には指定修練施設Ａのみにするかを検討いたします。日本放射線腫瘍学会

認定施設Ｃであることとしております。次回改定時には認定施設ＡまたはＢにするかを検

討いたします。また日本臨床腫瘍学会に関しての追加検討に関しても文言は同じ内容とな

っております。 

 外科的治療に関しては、子宮の浸潤がん症例に対する手術が年12例以上。これは前回が

６例以上に対して12例と引き上げております。 

 放射線療法に関しましても年12例以上としておりまして、前回が３例以上に対して引き

上げております。 

 薬物療法に関しましては年12例以上、②～④番は同一の文言となっております。こちら

も前回が６例以上に対して、12例と引き上げております。 

 婦人科がんに関しては以上です。審議のほうをお願いいたします。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございます。いかがでしょうか、婦人科がん。子宮頚部・体部がん、卵巣が

んですね。よろしいですか。 

 続きまして泌尿器がん、よろしくお願いいたします。 

 

○伊江将史 医療部会長 

 14ページです。まず学会の認定は日本泌尿器科学会専門医教育施設であること、日本泌

尿器内視鏡・ロボティクス学会取得者が常勤で１名以上いること。次回改定時には日本泌
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尿器内視鏡・ロボティクス学会泌尿器科ロボット支援手術プロクター認定制度による認定

取得者が常勤で１名以上を検討いたします。また、日本医学放射線学会修練機関であるこ

ととしております。次回改定時の文言は他のがん種に準じております。また、日本臨床腫

瘍学会に関しての追加検討の文言も同一の内容となっております。 

 外科的治療に関しましては、ロボット手術、腹腔鏡による手術、開腹手術の合計が40例

以上としております。これは前回の選定要件のときには６例以上としておりましたが、今

回、40例以上と大幅な引き上げを行っております。 

 放射線療法に関しては年12例以上、②番はＩＭＲＴができること、③番はＳＢＲＴが提

供できること、④番、放射線治療用の吸収性組織スペーサを泌尿器科専門医と放射線治療

専門医が協力して挿入できること、または可能な施設へ紹介できる体制を整えていること。

自施設が放射線治療をできない場合は、連携を行うことで年12例以上を満たしていること

としております。 

 薬物療法に関しては、年24例以上としております。これは前回の６例以上に対して大幅

な引き上げとなっております。②～④番は同一の文言です。 

 以上、泌尿器がんに関して審議のほうをよろしくお願いいたします。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございます。泌尿器がんの手術症例数が激増していますね。泌尿器といえば

ロボット手術というイメージですが、ロボットがない施設もあるでしょうからね。いかが

でしょうか。よろしいでしょうか。それではお認めいただいたということで、血液腫瘍分

野ですね。よろしくお願いいたします。 

 

○伊江将史 医療部会長 

 まず学会認定ですけれども、日本血液学会研修認定施設または研修教育施設であること。

次回改定時には日本血液学会研修認定施設のみにすることを検討しております。また、次

回改定時には日本造血・免疫細胞療法学会造血細胞移植認定医１名以上、または認定施設

を追加することを検討いたします。日本医学放射線学会修練機関であることとしておりま

す。次回改定時の文言は同一の内容となっております。日本臨床腫瘍学会に関しての追加

改定時の文言も同一となっております。 

 放射線療法に関しましては２例以上で、ＩＭＲＴが提供できること、ＳＲＴ／ＳＢＲＴ
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が提供できることとしております。 

 薬物療法に関しましては年40例以上で、②～④番は同一の内容となっております。 

 第７次はほとんど学会の専門医が１名以上の要件に対して、より細かな選定要件（案）

が追加されております。審議のほうをよろしくお願いいたします。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございます。血液腫瘍がんですけど、いかがでしょうか。かなり疾患にバリ

エーションがありそうなところですけど、これでいいんでしょうね。よろしいですか。あ

りがとうございます。 

 続きまして小児がんです。よろしくお願いいたします。 

 

○伊江将史 医療部会長 

 小児がん、16ページになります。学会の認定は、小児がん連携病院であること、日本小

児血液・がん学会小児血液・がん専門医研修施設群の関連施設であること、日本小児外科

学会認定施設または教育関連施設Ａであること。次回改定時には認定施設のみにすること

を検討いたします。日本医学放射線学会修練機関であることとしております。追加改定時

の文言は同一の内容となっております。また、日本臨床腫瘍学会の要件に関しても、追加

改定時の文言は同一となっております。 

 外科的治療に関しては手術が年６例以上、放射線療法に関しては年３例以上で、ＩＭＲ

Ｔができること、ＳＲＴ／ＳＢＲＴができること。粒子線治療に関しては適切に紹介でき

る体制を構築していることとしております。 

 薬物療法に関しましては年12例以上、②～④番は同一の内容となっております。 

 小児がん分野に関して、審議のほうをよろしくお願いいたします。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございます。小児がん、これもかなりバリエーションがありそうですけど。

よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それではＡＹＡ世代、お願いします。 

 

○伊江将史 医療部会長 
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 ＡＹＡ世代に関しましては他がん種とちょっと異なっていて、支援体制の整理に重点を

置いた内容となっております。 

 まず総合的な支援として、就学、就労、妊孕性の温存、アピアランスケア等に関する状

況や本人の希望についても確認し、自施設もしくは連携施設のがん相談支援センターで対

応できる体制を整備していることとしております。次回改定時には、多職種からなるＡＹ

Ａ世代支援チームを設置していることを検討いたします。 

 妊孕性温存に関しましては、がん・生殖医療ネットワークに加入していること、小児・

ＡＹＡ世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業へ参画していること、妊孕性温存

について、患者や家族には必ず治療開始前に情報提供をしていることとしております。 

 就労支援に関しましては、産業保健総合支援センターと連携して、仕事と治療の両立支

援を行っていること。沖縄県社会保険労務士会と連携して、仕事と治療の両立支援を行っ

ていること。 

 症例数に関しましてはＡＹＡ世代のがん治療の件数が年24例以上あることとなっており

ます。 

 ＡＹＡ世代について、審議のほうをよろしくお願いいたします。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございます。これも世代の話ですから、ちょっと話が別な気がしますが、い

かがでしょうか。どうぞ、玉城先生。 

 

○玉城研太朗（田名毅委員代理 沖縄県医師会） 

 これはどうやって拾い上げるんですか。 

 

○高槻議長代理 

 そうなんですよ。ＡＹＡ世代のがんという定義がそもそも。 

 

○増田昌人 ベンチマーク部会長 

 症例数に関しましては、院内がん登録の症例数で拾い上げが可能になります。あとはそ

れぞれアンケート調査を行って拾い上げる形になるのかなと思います。 
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○高槻議長代理 

 なかなか難しいですよね。多分、発症時なのか、治療時なのかという話になってきます

よね。取りあえずよろしいですか。確かに、キーワードとしては非常に重要なキーワード

なので。よろしいですか。 

 続きまして希少がん分野ですね。よろしくお願いいたします。 

 

○伊江将史 医療部会長 

 ページ18です。学会認定は日本放射線腫瘍学会の認定施設であることです。次回改定時

には、認定施設ＡまたはＢにするかを検討いたします。以下の文言は同一の内容となって

おります。日本臨床腫瘍学会基幹施設または認定施設であることとしております。 

 放射線療法に関しては年200例以上、これは全てのがんを対象とする症例数が200例以上

としております。 

 薬物療法に関しましても年500例以上、これも全てのがんを対象とした症例数となってお

ります。②番から④番は同一の内容です。 

 希少がんに関しまして、審議のほうをよろしくお願いいたします。 

 

○高槻議長代理 

 いかがでしょうか。希少がんも難しい。原発不明がんとかも入る感じですか。 

 

○増田昌人 ベンチマーク部会長 

 原発不明がんとの問い合わせに関しては結構、微妙なところで、原発不明がん自体の割

合はかなり多いので、希少がんとは単純には言えない部分があるかと思います。それ以外、

もっとマイナーながんのことを想定していて、沖縄県で年10例以下のようながんを想定し

ております。実際には人口10万人当たり６例未満のがんを希少がんと日本では定義づけし

ていますので、そこに当たるがんを想定しております。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございます。希少なのに放射線200例以上というのがあまりピンとこないです

が。よろしいですか。取りあえずこれで進めるという形で。ありがとうございます。 

 最後、20番目、遺伝性腫瘍の選定要件ですね。お願いいたします。 
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○伊江将史 医療部会長 

 こちらも支援体制に関してですけれども、遺伝性腫瘍を罹患した患者（疑いも含む）方

に対するカウンセリングを含むサポート体制が組織的に行われていることとしております。 

 学会の認定としましては、日本人類遺伝学会認定研修施設、日本遺伝性腫瘍学会遺伝性

腫瘍専門医が常勤で１名以上いることとしております。次回改定時には日本遺伝性腫瘍学

会研修施設を追加することを検討いたします。 

 治療症例に関しては遺伝性腫瘍に対する治療が年３例以上あることとしております。 

 カウンセリング件数は、遺伝性腫瘍、疑いもある方に対するカウンセリングが年12例以

上あることとしております。 

 遺伝性腫瘍に関しまして、審議のほうをよろしくお願いいたします。 

 

○高槻議長代理 

 最後、20番目の遺伝性腫瘍ですが、いかがでしょうか。これもほかのところと何かオー

バーラップすることが多いような感じがいたしますね。よろしいですか。それではお認め

いただいたということにいたします。ありがとうございます。 

 それでは20のがんをしていたので、ちょっと時間がかかりましたが、続きまして審議事

項第３号議案の提案をベンチマーク部会長の増田先生、お願いいたします。 

 

３．「第４次沖縄県がん対策推進計画（当協議会版）」の進捗状況について（ベンチマーク

部会） 

 

○増田昌人 ベンチマーク部会長 

 iPadのほうをご覧ください。先ほどの最後のページの次のページからになるんですが、

資料10、469ページからになります。 

 １枚めくっていただきまして、何度かお目にかけている図なんですが、分担を示してい

ます。青い文字に注目していただいて、がんの予防とがん検診は、原則としては本連携協

議会の所掌外となっております。 

 がん医療提供体制につきましては医療部会の所掌、次の471ページに進んでいただいて、

緩和・支持療法のうちの緩和ケアと在宅医療に関しては緩和ケア・在宅医療部会、リハビ
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リテーションと支持療法に関しては医療部会、妊孕性温存療法に関しては小児・ＡＹＡ部

会の所掌となっております。 

 個別のがん対策に関しましては、①の希少がんと②の難治性がんは医療部会の所掌、③

の小児がんと④のＡＹＡ世代のがんは小児・ＡＹＡ部会の所掌となっております。ここに

全て、一番右の列が分野別のアウトカム、隣の左のところが個別のものに対しての中間ア

ウトカムになっております。また、戻りまして⑤高齢者のがんは医療部会、離島・へき地

に関しましては離島・へき地部会が所掌しております。 

 最後のページなんですが、共生分野に関しましては、相談支援、②情報提供、③デジタ

ル化、④⑤の就労支援の医療機関側、職場側、⑥のアピアランスケアに関しては情報提供・

相談支援部会、⑦の自殺対策に関しては緩和ケア・在宅医療部会、⑧がん患者の疎外感の

解消やがんに対する偏見の払拭に関しては情報提供・相談支援部会の所掌となっておりま

す。 

 基盤では①の研究の推進、②の人材育成の強化、③のがん教育及びがんに関する知識の

普及啓発は連携協議会が直接所掌、④がん登録の利活用の推進はベンチマーク部会、⑤の

患者・市民参画の推進は連携協議会の直接所掌となっております。 

 次からが協議会版のロジックモデルを使いましたがん計画についてなんですが、最初は

予防と検診になっておりますので、少し進んでいっていただいて、がん医療提供体制のと

ころでいうと478ページ、５枚ほど進んでいただきますとそのページになっております。478

ページです。 

 ここに、一番右の分野アウトカムなんですが、がん医療提供体制の全体の分野アウトカ

ムは「がん診療の質の向上と均てん化が行われ、患者に提供できている」ということで、

それに対する指標を大きく４つ設けておりまして、１つ目ががん種別の５年生存率、あと

残り３つは患者体験調査となっております。ここで沖縄県と全国値のデータがそれぞれ入

っておりますのでご覧ください。 

 今日は時間の関係上、先ほど埴岡先生からざっくりとした今後の方針等も示唆するよう

なお話もありましたので、今後、今のもうちょっと左めを映していただいて、中間アウト

カムのところなんですが、例えば「患者が、『がん診療を行う医療施設』で、医療機関の機

能分担を通じた質の高い安心な医療の効率的な提供が受けられている」というのが中間ア

ウトカムでして、それに対して指標が幾つかあります。患者体験調査では「担当した医師

ががんについて十分な知識や経験を持っていたと思う患者の割合」とか「治療決定までに
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医療スタッフから治療に関する十分な情報が得られた患者の割合」とか、いろいろ書いて

ありますので、今後、次回の本協議会において、そのデータにつきましてベンチマーク部

会のほうで検討して、少しサマライズはしますが、出てくるデータを比較検討して中間評

価を行っていく予定ですので、また次回、本格的な論議をお願いしたいと思っております。 

 私のほうからは取りあえずそういう形で、今後についての方針ということでお話をさせ

ていただきました。時間の関係で以上です。 

 

○高槻議長代理 

 増田先生、ありがとうございました。これは一応、審議事項になっているんですけど。 

 

○増田昌人 ベンチマーク部会長 

 特に今日は時間の関係で。 

 

○高槻議長代理 

 これは難しいですね。 

 

○増田昌人 ベンチマーク部会長 

 次回からは中間評価という形で各分野ごとに、今こういう状況です。今現在、うまくい

っている、うまくいっていないも含めて、皆さんに取りあえずはベンチマーク部会でざっ

くりとした粗々のことを出しますので、またそれぞれ個別の案件につきまして提示します

のでご審議をいただきたいということです。 

 最終的には来年度の半ばまでに中間評価の報告書をつくって、連携協議会として沖縄県

のほうに提案書という形で、前回もそうだったんですが、報告をさせていただいて、県の

中間評価にも役立ててもらおうという段取りになっておりますので、それにつきましては

皆さん、よろしいでしょうか。 

 

○高槻議長代理 

 よろしいですよね。 

 

○増田昌人 ベンチマーク部会長 
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 ありがとうございます。 

 

○高槻議長代理 

 いや、これは個別にいろいろデータを見たら興味深いんですけど、これは今後、またち

ょっとまとめていただいてということですよね。それが最終的に現場に反映されるのはど

んな感じになるんですか。 

 

○増田昌人 ベンチマーク部会長 

 次回は個別にいきますので、例えばあるＡというがん種の５年生存率がめちゃくちゃ低

いとか悪くなっているということがあったら、個別に抜き書きをして、全体としての評価

はしますけど、それだと多分、一つ一つが薄まってしまうと思いますので、例えば５つぐ

らいの最重要案件につきましては提案書という形で出すか、評価書みたいな形で出すよう

にするようなつもりでベンチマーク部会としては考えております。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございます。かなり差があるところもあるから、そこはもう集約すべきとか

そういう話になってくるわけですよね。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。増田先

生、ありがとうございました。 

 その他、審議事項はございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは一旦休憩を挟みたいと思います。休憩は10分間とさせていただきます。今、僕

のiPadの時計が３時59分になっていますので４時10分からにいたしましょうか。よろしい

でしょうか。また４時10分にご参集くださいますよう、お願いいたします。一旦休憩に入

ります。 

（休 憩） 

○高槻議長代理 

 時間となりましたので続けさせていただきます。 

 これより報告事項に入ります。報告事項１について増田先生、お願いします。 

 

報告事項 

１．今年度協議会の審議事項のその後について 
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○増田昌人委員 

 iPadの資料11、495ページをご覧ください。報告事項の１番で、今年度の連携協議会の審

議事項のその後についてということになります。ここにあります青色がその審議事項にな

ります。第１回が５月９日開催になっておりまして、審議事項１は、第４次沖縄県がん対

策推進計画（当協議会版）の進捗状況について、これは主に審議というよりは進捗状況の

報告だけとなりましたので、特にその後の進捗はありません。 

 審議事項２は、北部・宮古・八重山医療圏におけるがん種ごとの診療目標についてとい

うことで、各ものを担保するということになりました。具体的には、診断に関しては全て

のがんの診断ができるようになるということ。２番目、治療に関しましては最低限という

レベルは、胃がんと大腸がんは絶対確保すると、それ以外に関しましてはそのときの状況

に応じてということを決議いたしましした。 

 それに対しまして天野委員から、各地域で実際に医療を受ける患者さんやご家族の方の

理解を得るために患者会に個別に説明が必要だったり、そこら辺の対応をということにな

りました。それを受けまして、７月のことは前回ここでお話ししたのですが、８月には北

部に引き続きまして宮古医療圏におきまして、まずは行政をお訪ねして市長代理の砂川副

市長と市民生活部長の４人の担当者に対しまして２時間ぐらい説明しております。 

 その後、患者会の代表者とお会いして説明を行い、一般市民向けの講演会でまさに集約

化と均てん化及び予算化、それぞれにつきましてお話をさせていただいて、今後、宮古医

療圏ではこういう形でがん医療が進んでいくことを説明させていただきました。 

 今月21日と22日には、石垣市で選挙があったので遅れましたが、石垣市でも同様の説明

会を予定しております。市長にお会いして直接お話をする予定です。 

 次に、審議事項３のがん診療を行う医療施設の、今日最終的な審議をしていただきまし

たが、そこでのご意見をということで天野委員からのご意見を頂戴したり、幾つかあった

もので、それは委員の意見どおりの修正を行っております。また、松永委員から途中、議

論の経過等もありましたが、胃がんの手術に関して12例だったんだけど、日本消化器学会

からの資料では30例以上というところがあったんだけどというお話があったので、胃がん

ワーキングで検討中であるということです。この後、少し進展があって、12だったものを

15に増やして、今日再提出してご承認をいただいたところです。 

 あとは、戸板委員から日本放射線腫瘍学会の認定施設Ｃとわざわざ記載しなくても認定

施設だけでいいんじゃないかということで、そのとおりに修正しております。 
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 審議事項４は、各市町村に対する若年がん患者等支援事業への参加の働きかけについて

ということで、原案どおり承認されまして、その後、各制度を導入していない34市町村に

対して依頼文書を送付しております。 

 ２番目が玉城先生から、メディアを入れて発信したほうがいいのではないかとの意見が

ありますが、小児・ＡＹＡ部会で検討予定でして、なるべくその方向で発信をしていこう

と思っております。 

 また、個別の新聞社、琉球新報及び沖縄タイムスに関しましては、県庁記者クラブのほ

うでこういう事項が決議されて、できましたらやっていない34市町村に対してもメディア

のほうできちんと出してほしいということは、新聞社２社には申し入れてありますが、テ

レビやラジオもありますので、それについては小児・ＡＹＡ部会において検討中なので、

なるべく年内にはどうにかしたいと考えております。 

 次に８月１日開催、前回の第２回連携協議会ですが、審議事項１は今日と同じ、集約化

と分散化の話でありまして、報告に関しまして、報告の検討会の概要や審議事項の今後の

方針、見直し期間の短縮までは特に修正意見はございませんでした。ただ、選定された医

療機関に患者を集約するために行うことということで、天野委員から、これだけだとイメ

ージがわかないので、広島県がん医療ネットワークの模式図等を参考に分かりやすい周知、

例えばホームページの改訂をするとか、という話がありましたので、検討中ではあります

が、後ろのほうに広島県がん医療ネットワークのホームページのものを入れておりますの

でご参考にお願いいたします。 

 西原委員からは、離島のがん外科医療を、がんだけではなく救急医療や非がん患者に対

する外科医療も含めて、今後も広く議論をしていってほしいというご意見がありましたの

で、これは今後、医療部会と離島・へき地部会で議論を継続する予定です。 

 あとは、田名委員代理の玉城医師からは、医師会の今後の報告があったということなの

で、これに関しましては、その報告は医療部会と離島・へき地部会で、次の部会で改めて

報告するようにしております。 

 審議が、がん診療を行う医療施設の体制整備の要件につきましては、臨床試験のことが

ありましたので、臨床試験の項目を追加しております。 

 あとは、審議事項に関しましては、平良委員とオブザーバー参加の銘苅小児・ＡＡＹＡ

部会副部会長からのご意見に関しましては、検討した上で協議、それを修正したものを載

せておりまして、今日ご承認をいただいております。 
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 あとは、がん計画の連携協議会の進捗状況につきましては、特にその時点では報告だけ

になったので審議事項はありませんでしたので対応が特にありませんでした。一応、その

ほかについてはある程度は対応できているのではないかと考えております。私から報告は

以上です。 

 

○高槻議長代理 

 増田先生、ありがとうございました。報告ということですよね。いかがでしょうか。本

日審議していただいた内容、その他あったと思います。よろしいですか。 

 続きまして、報告事項２は患者会からの報告です。島袋委員、ご報告をお願いいたしま

す。 

 

２.患者会よりの報告 

(1)島袋委員 

○島袋希美委員（若年性がん患者会「Be style」） 

 若年性がん患者会Be styleから来ました島袋です。活動報告をさせていただきます。し

おりの資料12-1、515ページをご覧ください。 

 活動内容といたしまして、定期的な患者会、InstagramやFacebookの更新、イベントの参

加等を⾏っています。患者会は約２時間ほどの枠で開催していますが、皆さん時間が少し

物足りないようで、患者会がもともと少人数ということもありまして、最近では患者会と

は別で声を掛け合ってお食事に⾏ったり、お食事の後にドライブしてお出かけしたりなど、

患者さん同⼠で交流することが増えました。ま 

 また、今の時期はリレー・フォー・ライフの準備期間で、今年も患者会として参加予定

ですが、今年はちょっと事情がございまして、ブースをお借りしての参加を今回は見合わ

せていただき、会場のほうで小さなゆんたく会をやりましょうということになりました。 

 リレー・フォー・ライフのイベントは明日開催なのですが、患者会の枠を超えていろい

ろな方と交流できる機会になっていますので楽しみながら参加したいと思います。以上で

す。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございました。いろいろ活動されるということですが、若年性がんは年齢制
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限はあるんでしょうか。先ほどＡＹＡ世代の話が出ましたが。 

 

○島袋希美委員 

 私どものがん患者会には20代から40代ということで男女共募集しております。がん種も

問わず、問合せがあればぜひ参加していただいております。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございます。いかがでしょうか。よろしいですか。引き続き活動をいただき

たいと思います。 

 続きまして、与儀委員、よろしくお願いします。 

 

(2)与儀委員 

○与儀淑恵委員（ＮＰＯ乳がん患者の会 ぴんく・ぱんさぁ 代表） 

 ＮＰＯ乳がん患者の会 ぴんく・ぱんさぁの活動報告をさせていただきます。 

 私たちぴんく・ぱんさぁは、15年にわたって続けてきましたぴんく・ぱんさぁリボンズ

ハウスを10月31日で終了しました。10月に入ると連日、懐かしい大勢の方々が来てくださ

っていましたが、今では中の片付けをしながら明日のリレー・フォー・ライフと、それか

ら11月15日・土曜日、乳がん検診啓発活動、ピンクリボンカーニバルinイオン那覇を開催

することが決まっておりまして、それに向けての準備をしているところです。 

 前回、お話をさせていただきました女性のゆんたく会の開催ですが、８月27日の水曜日、

ぴんく・ぱんさぁの北部に住むメンバー、ピンクリボンアドバイザーとピアサポーター５

名と名護で打合せをしました。今後は北部の患者会いっぽいっぽの会と一緒にぴんく・ぱ

んさぁの活動をさせてもらいたいと話をしたところ、11月12日に北部医師会病院でゆんた

く会を開催するというお話がありました。 

 最初は女性だけと聞いていたのですが、何かチラシに書かれていなかったので問合わせ

たところ、男性も女性も今回は参加できるようなゆんたく会にしたいということでした。

私も12日には参加してまたみんなでどうしていこうかということなどいろいろ話をしてい

きたいと思っています。 

 来年３月、ぴんく・ぱんさぁと北部での市民公開講座も検討していますので、そのこと

も一緒に進めていただきたいということで話をしていきたいと思っています。 
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 あと、認定ＮＰＯ法人乳房健康研究会主催のピンクリボンウォーク2025の取り組みです。

認定ＮＰＯ法人乳房健康研究会設立25周年記念イベントが９月23日、がん研有明病院吉田

富三記念講堂で開催され、ピンクリボンアドバイザーのメンバーと一緒に参加してきまし

た。その内容は、ピンクリボンアドバイザーアニュアルミーティングと、それから25周年

記念シンポジウム、そしてピンクリボンウォークスタートセレモニーで、その前にピンク

リボンウォーク2025は、リーダーズミーティングがＺＯＯＭでありまして、毎年開催して

いるミニウォーク＆ランフォーブレストケアを北海道から沖縄までみんなで取り組みたい

という説明がありました。 

 そこで沖縄の私たちも宮古の乳がん患者会まんま宮古、また石垣の乳がん患者会ナネー

ズスロウのメンバーとＺＯＯＭでいろいろ話し合いをしました。宮古は10月12日(日)16時

30分から18時まで、パイナガマ海空すこやか公園で、そして石垣は10月12日(日)10時から

12時まで、舟蔵公園でピンクリボンウォークを開催することが決定し、これを実施しまし

た。どちらも天気に恵まれ、また多くの方々の応援を得て楽しく開催できたという報告を

いただきました。 

 今後、私たちの拠点としてきたサロンはなくなるのですが、これからどうなるんですか

ということでいろいろ質問を受けているのですが、私たちの患者会の活動はこれからも継

続してまいりますので、１つは今まではホームページだったんですが、それをインスタに

変えて、早い情報の発信、それから10月から毎週金曜日、19時30分、宜野湾市ＦＭでラジ

オ番組「ぴんくりぼんタイム」を放送しています。また、いろいろな情報を発信していき

たいと思っています。以上で活動報告とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

○高槻議長代理 

 与儀委員からでした。ありがとうございました。いかがでしょうか。 

 ぴんく・ぱんさぁのメンバーは何人ぐらいいらっしゃいますか。 

 

○与儀淑恵委員 

 私たちは法人化していなくて、がんの患者さんに声をかけてきた方は、みんな患者会で

すよというスタンスでやっています。名簿化等はしていないのですが、一応、グループLINE

は60数名います。大体58名、59名は既読になりますので、皆さん見てくださっていると思

っています。 
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○高槻議長代理 

 基本的には患者さん。 

 

○与儀淑恵委員 

 はい、全部患者さんです。 

 

○高槻議長代理 

 分かりました。まんま宮古とかナネーズスロウの方は別の組ですか。 

 

○与儀淑恵委員 

 はい、そうです。私たちもいろいろ応援してもらいながらぴんく・ぱんさぁの活動をし

ていただいて、また私たちも宮古、石垣のメンバーのお手伝いをさせていただきながら、

一緒に情報発信をしていく活動をしています。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございました。いかがでしょうか。引き続き活動をいただけると思います。 

 続きまして、又吉委員、お願いいたします。 

 

(3)又吉委員 

○又吉賢弘委員（がん経験者） 

 517ページから代理の者がお話しします。 

(動画再生) 

 沖縄県のご長寿は健在です。しかし、ハイリスクアプローチは必要です。このタイトル

画面は今後も継続します。 

 次のスライドをお願いします。沖縄県ホームページの健康経営の推進サイトからリーフ

レット、うちなー健康経営宣言をご紹介します。がんの２文字を単語検索すると、２個ヒ

ットしましたが、単語「がんじゅう」の一部でした。がんの話は皆無です。 

 次のスライドをお願いします。沖縄県令和５年人口動態統計の概況から主な死因の死亡

率の年次推移です。がんの死亡率は令和５年までの29年間で1.5倍に増加し、令和５年デー
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タでは心疾患の1.7倍です。前回の報告でがん全部位75歳未満年齢調整死亡率を提示して、

過去５年間のデータでは、沖縄の男女とも全国値より高く、今後の逆転も想定できないと

しました。 

 ３大死因の中でも就労世代のがん対策は急務であり、健康経営の筆頭に捉えるべきです。

しかし、うちなー健康経営戦略では意識的かどうかは不明ですが、忘れ去られています。

２つの相反する事実が県のホームページに共存していることを私は全く理解できません。

協定締結機関として県医師会も確認できますが、この状況を関係者はどのように解釈して

いるのでしょうか。 

 次のスライドをお願いします。今回の切り口は医療費です。e-Stat(政府統計の総合窓口)、

厚労省・医療給付実態調査について都道府県別、年齢階級別、疾病分類別の医療費を検索

すると、国保と後期高齢のみ報告があり、被用者保険のデータは存在しません。年代別の

比較は必須なので、国保と後期高齢のみ集計しました。上の段は３大死因ごとの１人当た

り医療費を40～59歳、60～74歳、75歳以上の３グループに分け、６年間のデータを比較し

ました。 

 Ⅱ新生物はICDコードのC00-D48が対象で、この後に述べる全国がん登録のデータについ

ては、上皮内がんも含めました。75歳未満の循環器系の医療費は死亡率１位、新生物の1.5

倍程度、75歳以上については約３倍の結果でした。下の段は、平均寿命上位５県及び全国

平均と沖縄の７グループについて、新生物による医療費の比較です。沖縄のがん医療費は、

いずれの年代でも全国平均及び長野県より低い結果です。死亡率が高いと医療費は低くな

ると見えてしまいます。 

 沖縄はがん検診の受診率が低い進行がんが増える、したがって医療費が高くなる。そう

いう状況を想定していましたが、逆の結果です。40～59歳の島根の2022年データは落ち込

んでいますが、確認済みです。 

 次のスライドをお願いします。前のスライドの続きです。上の段は循環器系の医療費で

す。沖縄県は３つの年齢層全てで最も高く、40～59歳で20％強、60～74歳で20％弱、75歳

以上で15％程度、全国平均より高くなっています。下の段は神経系の医療費で、75歳以上

の医療費は全国平均より40％程度高くなっています。40～59歳の島根県のデータが浮いて

いますが、６個の数値を確認しています。 

 次のスライドをお願いします。厚労省医療保健データベースの医療給付実態調査のサイ

トを表示しました。調査の目的として、受診状況、年齢別、疾病分類別とさまざまな切り
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口から観察とありますが、年齢別については集計方法が保険種によって異なります。調査

事項に受診者の性別の表示がありますが、報告はありません。調査の概要の説明とe-Stat

のデータは整合性がなく、意図的なものを感じます。 

 次のスライドをお願いします。１人当たり年齢調整後、医療費の疾病分類別内訳からが

んに関する医療費の経年変化です。医療給付実態調査のサブ項目として、医療費の地域差

分析があり、そのサイトに存在する2018～2023年の電算処理分の基礎データについて集計

しました。このデータはe-Statには掲載されていません。スライドに表示のe-Statの部分

を削除すべきでした。 

 グラフタイトルに全制度計の表示があります。医療費の地域差分析は、都道府県別、疾

病分類別の医療費データの報告がありますが、疾病分類別かつ年代別のデータはありませ

ん。また全国平均のデータも存在しません。国保と後期高齢については個別に集計があり

ますが、被用者保険については国保の報告がありません。なぜでしょうか。協会けんぽを

含む全ての保険種のデータを全制度計として集計されていて、75歳以上の後期高齢のデー

タも含まれます。その経年変化を比較しました。 

 先ほどの国保、後期高齢のデータと同様で、長野県よりも低い結果で、2023年データで

は長野県よりも１割ほど低い。比較のため、全年齢を対象とした年齢調整死亡率のデータ

を検索しましたが、確認できませんでした。やむを得ず、がん情報サービス、都道府県別、

がん死亡データ、1995年から2023年の悪性新生物男女計、75歳未満年齢調整死亡率、人口

10万台、都道府県順位と比較しました。 

 2023年の順位で見ると、長野県は死亡率が最も少なく、沖縄はわずかに近い42位です。

１位の長野より42位の沖縄のほうが医療費では１割低い結果です。 

 次のスライドをお願いします。e-Stat全国がん登録のデータから発見緯の経年データの

比較です。最も高率の長野県と全国平均の差は1.5％程度で、沖縄はその中間を推移してい

ます。 

 次のスライドをお願いします。同様に全国がん登録の治療前がん進展度から上皮内＋限

局の割合を比較しました。沖縄は長野県のデータより４ポイント程度低い値で推移してい

ます。先ほどの発見経緯ではあまり差が見られませんが、発見時の進展度では差があり、

早期発見の視点から見ると、沖縄は長野より成績が悪いといえ、死亡率の差として表現さ

れているかもしれません。 

 医療給付実態調査の残りの項目、診療日数については次回報告の予定です。その際、協
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会けんぽ、独自の報告データ及び都道府県別2014～2015年５年生存率集計も参考にしたい

と考えています。 

 以上で本日の報告を終わります。 

(動画再生終了) 

 以上です。どうもありがとうございました。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございました。医療給付実態調査のデータからいろいろ問題点と…。 

 

○田盛亜紀子委員（やいまゆんたく会（八重山のがん患者を支援する会） 会長） 

 八重山のがん患者を支援するやいまゆんたく会の田盛と申します。皆さんお疲れさまで

す。事前に患者会の報告を提出することはできなかったものですから、本日この場で私、

追加して報告させていただいてもよろしいでしょうか。 

 

○高槻議長代理 

 どうぞ。 

 

○田盛亜紀子委員 

 お願いいたします。 

 石垣市において治療のできない難病、特にがん患者さんを対象としまして、10月の第２

土曜日、私たちは毎月の定例会が第２土曜日ですが、10月の定例会におきまして、石垣市

において治療のできない難病、特にがん患者さんを対象に、島外での渡航費、例えば沖縄

本島や本土に出向いて治療するときの渡航費と宿泊費の支援についての学習会を行いまし

た。皆さん旅費がかかる、地元では治療できないんですけれども、島外に出たときに旅費

がかかるものですから、そういう学習会をすることにおきまして、皆さんご自分で旅費を

負担しなくても、宿泊費を負担しなくても治療ができるんだという学習会はとても役に立

ったと思っております。以上、ご報告をいたします。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございました。重要なことですよね。集約化を考えたときにはそこまでの何
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らか仕組みをつくったほうがいいと思います。確かに。 

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 報告事項３について増田委員より報告をお願いします。どういうことですか。 

 

３.各拠点病院が取り組んでいるがん対策について 

(1)「第４次沖縄県がん対策推進計画(当協議会案)」のロジックモデルでの位置づけ 

(2)各病院の状況 

①琉球大学病院 

○増田昌人委員 

 では、増田のほうからまず総論の話をして、琉球大学病院の取り組みについてお話をし

ます。 

 先ほど患者会の方からお話があったリレー・フォー・ライフですが、スマートフォンを

持っている方は「リレー・フォー・ライフおきなわ」と入れていただくと沖縄県のイベン

トの様子が分かります。リレー・フォー・ライフは47都道府県で展開しているものではあ

るのですが。 

 具体的には11月８日・土曜日、15時から翌日の９日・日曜日、10時まで沖縄大学でリレ

ー・フォー・ライフのイベントがあります。これは始まって10年以上、年に１回やってい

るもので、もともとはアメリカのお医者さんが24時間歩き続けて、その間、寄附を募って

がん患者さんのために寄附を行ったというものに基づいていまして、日本では日本対がん

協会が後ろ盾となって展開しているのと、プラス朝日新聞社がいろんな資金面でも補助を

しているということで、沖縄県の場合は始まって十数年たっております。 

 繰り返しになりますが、明日、沖縄大学でリレー・フォー・ライフのイベントがありま

すので、午後３時から翌日の日曜日まで、簡単にいいますと夜通し、がん患者さんやその

ご家族やご遺族が集まりまして、グラウンドをリレーして24時間、ないしはそれに近い時

間を歩いて、その間にいろんな人が集まって寄附をするものだったり、それに類縁して患

者さんの相談会ですとか、いろんな展示ですとか、コンサートですとか、そういうイベン

トをしておりますのでぜひご参加をいただければと思います。 

 連携協議会としましては、情報提供・相談支援部会が毎年、出店をしておりまして、患

者さんのご相談やいろんな情報提供をしております。また、沖縄県の統括相談支援センタ

ーでも毎年、イベントに参加しておりますので、もしよろしければご参加をいただければ



 55 

と思います。「リレー・フォー・ライフ・ジャパンおきなわ」と入れていただくとそこのホ

ームページに出ますのでよろしくお願いいたします。 

 では、報告事項３の各拠点病院が取り組んでいるがん対策について、資料13-1、526ペー

ジをご覧ください。 

 先ほどのロジックモデルが出てまいりますが、それぞれ各病院がどのロジックモデルの

どこに当たるのかを示しているがん計画になっておりまして、例えば532ページまで進んで

いただきますと、がん医療提供体制のページになっております。そこで一番左の列は個別

施策を記載しておりますが、そのうちの赤で書いてあるのが個別施策、一番左上ですと赤

で、「沖縄県は、必要に応じたがん医療の集約化と機能分化と連携を行う」ということで、

関連して宮古病院はこの施策に沿った事業をしております。 

 その下、1-2「施設同士及び施設とそれ以外の医療機関等の連携を行う」ということで、

これは北部地区医師会病院、宮古病院、八重山病院が事業を展開しております。その下の

1-3「全ての医療機関において患者に対するＩＣを適切に実施する」では、北部と宮古とい

うことになっておりまして、このような形でそのロジックモデル上に該当する部署の個別

施策を赤で、その事業を行っている６病院のうちの名前を青で示していますので、それぞ

れご参考にしていただければと思います。 

 次に、資料13-2、552ページに飛んでいただきまして、琉球大学病院でやっている事業は、

ここに書いてあるとおりです。時間の関係もありますので細かくは述べませんが、がんに

関連する幾つかの院内マニュアルを改訂しております。特に免疫チェックポイント阻害薬

に関するマニュアルがありますが、そこの改訂と、特にその後の副作用が出たときの免疫

治療に関しまして検討を進めているところです。私からは以上です。 

 

○高槻議長代理 

 それでは、北部地区医師会。 

 

②北部地区医師会病院 

○諸喜田林委員（北部地区医師会病院 病院長） 

 諸喜田が報告します。554ページをお願いします。 

 かいつまんでお話ししますが、がんの予防に関しては、一番下に赤字で書いてあります

が、県立北部病院の産婦人科の仲村先生からＨＰＶワクチンの研修会を開催していただき
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ました。３番のがん医療提供体制です。以前もお話ししましたが、来年１月に胸部外科の

医師が着任予定で、内視鏡下の肺がんの手術を含めた肺がんの手術が可能になる予定です。

あとは、非常勤で琉大の腫瘍内科の先生との外来を検討、継続中でございます。 

 次のページをお願いします。緩和・支持療法のほうで緩和ケア研修会を今月の22日に開

催する予定となっております。個別のがん対策や共生、基盤も資格者の研修会等を実施、

計画をしておりますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

 

○高槻議長代理 

 諸喜田先生ありがとうございました。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 続きまして県立中部病院、よろしくお願いいたします。 

 

③沖縄県立中部病院 

○戸板孝文委員（県立中部病院 放射線治療科部長） 

 県立中部病院の戸板から報告いたします。 

 中部病院に関しては３．がん医療提供体制のところで、前回も報告いたしましたが、放

射線治療を再開いたしまして順調に進んでおります。がんの遺伝子パネル検査に関しては、

今年度は他施設からの出件数は増加するのがひとつの目標なのですが、昨年は６例、院内

からあったのですが、今年度も既に５件あるということで、あと、近隣の病院以外にも離

島、宮古・八重山からの依頼もあります。ということで今後も引き続き件数の増加を目指

していくということであります。 

 緩和・支持療法のところでは、ここに書かれていますように、八重山病院と共催の緩和

研究会を９月に開催いたしました。 

 557ページですが、個別のがん対策ということで、引き続き離島のグループ指定のがん診

療病院、宮古・八重山、北部地区の県立北部病院を加えた３病院への連携を進めていきた

いと思います。中部病院からは以上です。 

 

○高槻議長代理 

 戸板先生ありがとうございました。遺伝子パネル検査の動きがあったと思います。よろ

しいでしょうか。 

 続きまして那覇市立病院、お願いいたします。 
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④那覇市立病院 

○宮里浩委員（那覇市立病院 副院長） 

 市立病院の宮里が報告します。558ページです。 

 かいつまんで、うちもがんゲノム医療の強化ということで、医療連携の病院の指定を受

けて体制整備をしているところで、来年度の取得を目指しています。それからロボット手

術は導入しているのですが、その疾患がどんどん広がっている状況です。それから緩和・

支持療法に関しては、妊孕性温存に関して体制をもう少し強化しようということと、それ

からirAEに関しては、ＤＸを利用してできるだけ患者さんが自己管理できるような形を取

り組んでいるところです。 

 大きなところはそういうところで、詳細は資料を見ていただけるとよろしいかと思いま

す。以上です。 

 

○高槻議長代理 

 宮里先生ありがとうございました。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 続きまして県立宮古病院、よろしくお願いいたします。 

 

⑤沖縄県立宮古病院 

○西原政好委員 

 宮古病院外科の西原です。資料は560ページですが、宮古病院ではがん対策を毎年、粛々

と取り組んでおります。最近の問題としましては、今年の７月から中部病院から派遣して

いただいた血液内科の医師が事情によって勤務できなくなっておりまして、現在、総合診

療科の医師が緊急対策として打診しているのですが、来年度以降も派遣の見通しが難しい

ということです。血液内科の治療再開に向けて各医療機関と調整中です。 

 宮古病院ではこのような血液内科のみならず、がん治療に携わる医師が慢性的に不足し

ておりまして、新聞などのメディアにもこの問題を取り上げていただいています。そのこ

とによって島民や行政機関もこのような状況を認識していただいているところで、今後は、

先ほどから集約化の話もありますので、がん診療の集約化も含めて時間をかけて島民と共

に対策を練っていきたいと考えています。以上です。 
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○高槻議長代理 

 西原先生ありがとうございました。宮古病院は離島ですよね。先ほど話がありますよう

に、胃がんのことも考えられているということだったと思います。よろしいでしょうか。 

 増田先生、どうぞ。 

 

○増田昌人委員 

 前回、前々回のこの場で、胃がんと大腸がんの治療は絶対やるということと同時に、血

液内科と腫瘍内科と放射線治療の専門医の外来も月１回、絶対やるという話でここで決議

していますので、それができなくなるのは連携協議会として由々しき問題ではありますの

で、それに関しましては今後、離島・へき地部会と医療部会で検討させていただくととも

に、中部病院でなんとかできないかという部分と、それが難しい場合は琉球大学病院でな

んとかできないかという部分、そこで難しい場合は県内のほかの血液内科医のほうでどう

にかできないかということにつきまして、２つの専門部会で検討していきたいと考えてい

ます。私からは以上です。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございます。血液内科は結構難しいですよね。 

 続きまして県立八重山病院、お願いいたします。 

 

⑥沖縄県立八重山病院 

○與那覇委員（県立八重山病院） 

 西原先生もおっしゃったように一番の問題は、中部病院から血液内科の先生がいらっし

ゃっていたのが、諸般の事情が出ているから、もともとはこの先生１人で宮古も北部も全

部診ていたので、そういう体制、結局、血液内科だけではないですよね。そういうのが多

すぎて、その先生がいなくなったら誰もタッチできない。八重山病院としては血液内科の

外来はなんとか実施したいと思って、琉球大学ではもちろん教授とかにはお話ししていな

いのですが、なかなか琉球大学も難しい、ほかのどれも難しい。血液内科医、南部医療セ

ンターも含めてみんな１人でばっかりやっているところが多いのでなかなか厳しいという

ことで、結局、県立の中でもそういうふうにうまくいかないということで、中頭病院に８

月ぐらいからお願いして月２回、八重山に来ていただいています。 
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 ただこれが万全かと言われるとなかなか、今から関係構築ですが、考えているのは、Ｉ

ＣＴを用いていろんなところと相談窓口をつないでおいてやるのがいいかなと思って、中

部病院では同じ電子カルテを使っているので、電子カルテの連携でいろんな情報のやり取

りができないかと、がん以外の分野でやっているんですね。それが拡張できないかなとい

うのが１つと、沖縄診療ネットワークをしているものですから、そこだと患者さんの同意

が得られれば、診療ネットワークには参加施設はかなり多いので、いろんな情報共有がで

きるので、抗がん剤の治療の内容とか、いろんなものの画像が共有できるので、そういう

ところでやれば、現地にドクターが来る回数を減らしながらいろいろがんの診療を続けて

いけないかなと思っています。 

 もう１つは、経営的な事情で、いろんなところから応援を呼べなくなったのもあって、

八重山はたくさんのがんに関してもいろんなところから応援を呼んだりしていたのですが、

乳がんに関してはもちろんですが、呼吸器のがんに関しては、県外から呼んだりしていた

のですが、それもお金のことも考えてというか、実際に県内の県立病院、中部病院でもこ

れまでもいろいろほかにも頼りにしていたものですから、県外にシフトしていこうかなと

考えています。 

 個別のがん対策はそれぞれでいろいろやっていますし、緩和ケアに関しては非常に頑張

っていると思いますが、砂川副院長、患者さんのピアサポートとか、少し補足していただ

けますか。 

 

○砂川綾子委員（県立八重山病院 副院長） 

 八重山病院の砂川です。患者会のゆんたく会は定期的に開催させていただいています。

がん予防に関しては、先月、お仕事説明会を当院で開きましたので、喫煙と肺がん予防と

いうことで開かせていただいています。地域の高校生、学校に出向いてがん患者のタオル

の帽子づくりを２校に広げて地域活動を進めております。以上です。 

 

○與那覇委員（県立八重山病院） 

 もう１点補足。先ほど幹事会でおっしゃったように、我々としても市町村、石垣市、竹

富島にも今の現状も、厳しいのは市町村も理解しているのですが、どこまでということが

分かっていない。だから本島に通院したり滞在したり、経済的な負担を理解していただい

て、今以上に支援していただかないとおかしいかなと我々は思っていますし、患者会の皆
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さんの心労、負担も含めて、これはいつも思っているのですが、やはり今できることを精

いっぱいやるしかなくて、それ以上のことは市町村に負担をできるだけサポートしてもら

って、本島にもっと気軽にと言い方はあれかもしれないけれども、行けるような体制をつ

くっていただければと思っています。以上です。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございます。宮古もそうですし、離島の問題も非常に切実な、あと血液内科

も沖縄全体を見ても本当にいないんですよね。私の立場でいろいろ言うことではないので

すが、琉大もかなり困っていてなんとかしないといけないと本当に思っているところであ

ります。 

 玉城先生、どうぞ。 

 

○玉城研太朗（田名毅委員代理 沖縄県医師会） 

 キーワードの１つに沖縄診療ネットワークを挙げていただきました。診療ネットの担当

理事が替わって少し前に進めそうだということで、先月から沖縄診療ネットワークの在り

方委員会ということで発足しました。３月までに答申を出して次年度以降の事業を一気に

進めていくところなのですが、今お話があったとおり、遠隔地域の特に血液内科ですが、

ウィークポイントを解決するようなモダリティに育てていくということで、もしこれがう

まくいけば、オンライン診療、オンラインコンサルタント機能、先ほどお話しさせていた

だいたとおりなのですが、診療ネットワークを介したオンラインコンサルタント機能をど

うにか作成できるかなと思っております。 

 今いただいた宿題を早急に何がしかの見える化をさせていただいて、またこの場でもご

紹介をさせていただければと思いますので少々お待ちいただきたいと思います。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございます。医師会からのご意見ということですよね。診療ネットワークは

非常にいいと思いますが、なかなか使いにくいところもあったりするので、血液内科は確

かに遠隔でもやりやすいところでしょうから、そういうところからやっていただくのは確

かにいいのかなと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 
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 次にいかせていただきますが、報告事項６につきましてはお時間の都合上、紙面報告と

いたしますので各自ご確認をお願いいたします。 

 

紙面報告 

４.大腸がん死激減プロジェクト連絡会議について  報告なし 

５.沖縄県地域統括相談支援センターの活動報告について  報告なし 

６.厚生労働省におけるがん関連審議会及び各種会議 

(1)第32回厚生科学審議会がん登録部会 

(2)2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に関するとりまとめ 

(3)第92回がん対策推進協議会 

７.その他 

 

部会報告事項 

１.医療部会 報告なし 

 

○高槻議長代理 

 部会報告に入ります。まず緩和ケア・在宅医療部会報告を笹良先生からよろしくお願い

いたします。 

 

２.緩和ケア・在宅医療部会 

○笹良剛史 緩和ケア・在宅医療部会長 

 緩和ケア・在宅医療部会です。資料は144～750ページになっています。部会で審議した

内容ですけれども、沖縄県のがん対策推進計画のロジックモデルの中の緩和ケア・在宅医

療部会が担当するところについて、増田先生から進捗状況を報告していただいたというこ

とと、在宅の部門ではがんじゅうネットの緩和ケアマップに掲載されている在宅緩和ケア

を行っている施設を、状況が違ってきているのでそこを刷新しようと、新しくしようとい

うことを話しました。 

 あとは、緩和ケアについては、部会として以前からたびたび話題になっているのですが、

がん患者の疼痛のスクリーニング、モニタリングがありまして、患者さんに苦痛がないか

どうかを毎日聞くことになっているのですが、現場の看護師さんが実際に患者さんと相対
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する、スクリーニングをするのですが、かなりの負担にもなるということもあって、がん

拠点病院がスクリーニングするということが要件にもなっているのですが、具体的なやり

方の記載がないもので、いろいろ拠点病院と診療病院６病院あるのですが、それぞれかな

りやり方が違っていて、琉大病院はかなりきっちり全員の患者さんに毎月行くことをやっ

ているし、ほとんど実際はあまりやっていないところもかなり差があって、これをできた

ら統一したやり方でやってみたいということで、今いろんな病院に実際はどうされている

かをアンケートをとって、どうしようかということを考えているところです。以上です。 

 

○高槻議長代理 

 笹良先生ありがとうございました。緩和ケア・在宅医療部会です。がん診療としては非

常に重要な部分でございますが、ご意見等はございますでしょうか。よろしいですか。 

 続きまして小児・ＡＹＡ部会、浜田部会長、お願いいたします。 

 

３.小児・ＡＹＡ部会 

○浜田聡 小児・ＡＹＡ部会長 

 先ほどもありましたが、沖縄県の若年がん患者支援事業、アピアランス支援事業、在宅

療養生活の支援事業ということですが、各自治体はまだ参加の方が少ないということで、

今後はメディアを使ってみんなに周知していくということとか、報告をされました。 

 もう１つは、妊孕性温存療法ワーキンググループという名前で各病院の先生には委員に

なっていただいたのですが、沖縄県がん生殖医療ネットワークという名前に変更となって

おります。あとは、協議事項として個別のがん対策として長期フォローアップ外来の拡充

についてのお話とか、あとはＡＹＡ世代の５年生存率とか、専門医を増やすにはどうして

いくかという、この辺について皆さんと議論をしているところです。以上です。 

 

４.離島・へき地部会 報告なし 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございました。小児・ＡＹＡ部会です。キーワードとしては非常に重要なと

ころでございますがいかがでしょうか。ご意見等はよろしいですか。 

 続きまして、情報提供・相談支援部会の報告を奥平副部会長、お願いいたします。 
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５.情報提供・相談支援部会 

○奥平藤也 情報提供・相談支援部会副部会長 

 タブレットの資料では754ページになります。情報提供・相談支援部会の報告をさせてい

ただきます。 

 ９月11日に会議が開かれまして、話し合われた内容の要点だけ報告しますが、協議事項

の１番は、今年度、鹿児島のほうで地域相談支援フォーラムが開かれる予定で、それに沖

縄県のほうとして取り組みの報告をする予定になっております。次年度におきましては、

沖縄県で開催が決まっておりまして、大体12月頃を予定しようかという話が出ましたけれ

ども、具体的なテーマや講師等はこれからの協議になりました。 

 そのほか、話し合われた内容としましては、がんサポートハンドブックの中身につきま

して、相談支援センターの場所の案内をもう少し詳しくやったほうがいいのではないかと

いうところの話し合いも出ております。 

 そのほか、先ほども出ましたけれども、明日のリレー・フォー・ライフの出店に関する

話し合いもなされております。そのほかは定例の活動報告で、患者会、患者サロンに関し

ましては、中南部では開催が定例化していて定着してきているけれども、北部の展開はコ

ロナ禍以降、これからというお話だったり、宮古では社会資源が少ないところもありまし

て、情報支援に難渋していますという話などがこの９月の会議では話し合われております。

報告は以上になります。 

 

○高槻議長代理 

 ありがとうございました。いかがでしょうか。リレー・フォー・ライフがありましたが、

浦添であるんですか。 

 

○増田昌人委員 

 リレー・フォー・ライフは、以前は10年ほど浦添のてだこ広場でやっていたのですが、

昨年から沖縄大学でやるようになりました。 

 

○高槻議長代理 

 実行委員が浦添市になっていた気がするのですが。 
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○増田昌人委員 

 実行委員会としては浦添市に置いておりますが、実際に明日からやる場所は沖縄大学に

なります。 

 

○高槻議長代理 

 分かりました。よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 続きまして、ベンチマーク部会の報告を増田先生からお願いいたします。 

 

６.ベンチマーク部会 

○増田昌人委員 

 最後のページになりまして、758ページ、資料18をご覧ください。 

 ９月に第２回のベンチマーク部会を開催しております。大きく３つありまして、１つが

医療者調査の中間報告結果が出ましたので、それについて審議をしました。医療者調査は

今後、国でもやっていく予定で、実はここのベンチマーク部会のメンバーの何人かが、私

も含めて国のコアメンバーでもあるので、国の拠点病院に展開する医療者調査の内容の結

果と沖縄県の医療者調査の今後どうしていくかについても相談しているところです。 

 それと２つ目が、第２回目の市町村調査を行いまして、これは主にがん検診や予防に関

して、通常データでは拾えない部分だけ市町村に調査をかけていて、その結果が出ました

のでそれを検討しております。 

 めくっていただいて、次が医療機関調査で、これも通常の公開データでは出せないもの、

具体的にマニュアルを整備していますかとか、そういう話になっておりまして、そういう

ものは直接医療機関に調査をかけております。その結果が出ましたので、その結果につい

てみんなで審議をいたしました。今後はベンチマーク部会ではこの連携協議会に提出すべ

く、１つずつ中間評価について検討を重ねていく予定です。私からは以上です。 

 

○高槻議長代理 

 増田先生、ありがとうございました。ベンチマークは全体の取りまとめ的な部会だと思

いますが、いかがでしょうか。ご意見等はございますでしょうか。よろしいですか。 

 準備した内容は以上ですが、どなたかご意見等はございませんか。よろしいですか。 
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 それでは、令和７年度第３回沖縄県がん診療連携協議会を終了いたします。iPadは回収

いたしますのでテーブルに置いたままにしておいてください。 

 長時間どうもお疲れさまでした。ありがとうございました。 

 

 


